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和文要約 

「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）第２期／自動運転（システ

ムとサービスの拡張）」においては、一般道で自動走行レベル 3 を実現するた

めの基盤を構築し、社会実装することを目指している。自動運転に対しては、

交通渋滞の削減、高齢者や移動制約者の移動手段の確保といった社会的課題の

解決や、物流や移動に係る新たなサービスやビジネスの創出などが期待されて

いる。本調査研究では、これを実現するため、各種の公共交通情報や人流・物

流情報などの交通環境情報を統括的かつ効率的に活用可能な情報連携基盤の構

築を前提として、その活用による既存サービスの利便性向上や新たなサービス

実現に向けた調査を行うことを目的として実施した。 

 本調査研究では、まず(1)社会課題解決や新事業創出に効果的と思われるサー

ビスの具体的なユースケースをいくつか想定した。これを前提として(2)流通が

求められる情報の内容を想定しつつ、流通可能な情報及び流通条件を確認し、

(3)交通環境情報基盤に求められる要件を検討した。また、(4)交通情報基盤の

サービス提供について民間のアイディア、リソース等を活用したサービスの開

発・評価のスキームを検討した。 

 (1)ユースケースの想定では、居住者（子育て世代、通勤者、高齢者）、観光

客（含む車いす利用者）、行政・交通事業者等のユースケースの想定を行っ

た。 

 (2)流通可能な情報及び流通条件の調査では、まずユースケースに基づいて検

討可能となる情報のリストアップを行った。これに基づいて、交通事業者 17

社・物流事業者３社へのヒアリングを実施し、保有する情報の種類/形式、提供

方法、更新頻度、提供条件等に関する意見収集を実施した。 

 (3)交通環境情報基盤の活用可能性に関する整理では、交通環境情報基盤に求

められる要件の検討を行った。複数事業者の間の共通基盤（協調領域）として

整備すべき範囲、各事業者の独自の取組とすべき範囲（競争領域）の切り分け

に関しても整理した。また、情報連携実現のための課題・要件等の把握のた

め、経路案内サービス事業者（コンテンツ・プロバイダ）に対してヒアリング

を実施し、交通環境情報基盤の活用可能性、ニーズ・課題等を整理した。関連

施策の動向や関係の確認等も実施した。 

 (4)サービスの開発・評価スキームの検討では、まずコンテストやハッカソン

等の手法によりサービス開発・評価を行っている 10 の取組事例に関して情報

収集・整理を行った。その検討に基づいて、実施概要・募集要項、データの整

備・公開、参加者へのインセンティブ付与、審査・表彰、コンテスト後の継続

支援のそれぞれに関して、将来的な持続的運用への展開も見据えたサービス開

発・評価のためのスキームについて案出した。 



 

 

英文要約 

  “Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program (SIP) Phase 2: 

Autonomous Driving (System and service expansion)” aims to build an 

infrastructure for realizing autonomous driving Level 3 on general public roads. 

Autonomous driving is expected to solve social issues, such as reducing traffic 

congestion or securing means of transportation for the elderly and the 

handicapped, and to create new services and businesses related to logistics 

and transportation. This survey is based on the premise of building ‘Information 

Platform’ (IP), which can utilize various types of information such as 

transportation, logistics, and public facility in a comprehensive and efficient 

manner. The purpose of this project is to conduct a survey of the IP structure 

which  could realize new services. 

  In this survey, we first (1) assumed some use cases for services which is 

effective in solving social issues and creating new businesses. Based on these 

use cases, (2) the information to be distributed and the distribution conditions 

were studied, and (3) the required structure and conditions for IP were 

examined. (4) A scheme for development and evaluation of services utilizing 

private ideas and resources, based on information from IP, was also examined. 

  (1) Use Case Assumptions: Use cases were assumed based on residents 

(child-rearing generations, commuters and the elderly people), tourists 

(including wheelchair users), government / transportation operators, etc. 

  (2) Information to be Distributed and the Distribution Conditions: Types of 

information required to realize services of the use cases are listed. Based on 

this, interviews were conducted with 17 transportation operators and 3 logistics 

companies, and the opinions were gathered on the type / form of information, 

provision method, update frequency, provision conditions, etc. 

  (3) Required Structure and Conditions for IP: The requirements for, and the 

ways of utilizing, IP were examined, with the study of distinction between 

‘collaboration area’ (shared base among multiple companies) and ‘competition 

area’ (the scope of each company's own efforts) Interviews with route guidance 

service providers (content providers) were conducted, in order to sort out the 

possibility of utilizing IP, their needs, and the issues of IP. Up-to-date policies 

related to IP were also summarized. 

  (4) Scheme for Development and Evaluation of Services Based on IP: 

Information on 10 examples of service development / evaluation schemes (e.g. 

hackathons) was collected and organized. Based on this review, an expected 



 

 

scheme for service development / evaluation, which aims to continue the 

operation of IP, are proposed. The scheme is proposed according to the phase 

of development and evaluation of the services: the event outline and application 

guidelines, data preparation and disclosure, giving incentives for participants, 

screening / awards, and continuous support after the contest.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 調査概要 

1.1 事業目的 

 「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）第２期／自動運転（システムとサービ

スの拡張）」においては、一般道で自動走行レベル３を実現するための基盤を構築し、社会

実装することを目指している。自動運転に対しては、交通渋滞の削減、高齢者や移動制約者

の移動手段の確保といった社会的課題の解決や、物流や移動に係る新たなサービスやビジ

ネスの創出などが期待されている。 

 本調査研究では、これを実現するため、各種の公共交通情報や人流・物流情報などの交通

環境情報を統括的かつ効率的に活用可能な情報連携基盤の構築を前提として、その活用に

よる既存サービスの利便性向上や新たなサービス実現に向けた調査を行うことを目的とし

て実施した。 

 交通環境情報の連携・流通を実現するための基盤としては、ダイナミックマッププラット

フォームの活用を想定し、交通環境情報のサステナブルな流通が可能となるよう流通可能

な情報及び流通条件の調査、サービスの開発・評価スキームの検討等を行った。 

 

1.2 実施事項 

 前述の目的を達成するため、以下①～③の項目について調査検討を実施した。 

 また、①～③の検討を実施するにあたり、サービスの具体的なユースケース（どのような

人が、どのようなニーズにより、どのようにサービスを利用するのか）を想定し、利用者、

利用シーン、期待される効果・メリット等を検討した。想定したユースケースを前提とし、

これを実現するという観点から、①～③の項目を検討するというアプローチをとった。 

 

① 流通可能な情報及び流通条件 

 想定したユースケースを前提として、それを実現するために収集・整理・提供が必要とな

る情報の対象、内容、条件等を絞り込み、具体化、精査した。 

 

② 交通環境情報基盤の活用可能性検討 

 同じく想定したユースケースを前提として、それを実現するための交通環境情報基盤の

構成や機能等について検討を行った。 

 

③ サービスの開発・評価スキームの検討 

 民間のアイデアやリソースを活用したサービスの開発・評価スキームについて、先行事例

を調査・参照しつつ、本サービスに適した開発・評価スキームを検討した。 
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1.3 事業内容 

1.3.1 基本方針 

● ユースケースを想定した上で流通すべき情報や基盤の構成・機能を検討 

 本調査研究では、まず提供されるサービスの具体的なユースケースをいくつか想定した

上で各項目の調査を行った。「どのような人が、どのようなニーズにより、どのようにサー

ビスを利用するのか」「どのような人にどのような効果・メリットを提供できるのか」を整

理することにより、社会課題解決や新事業創出に効果的と思われるサービスを想定し、その

上で収集・提供が必要となる情報の対象、内容、条件等を絞り込み、具体化、精査していく

アプローチをとった。 

 

図 1.1 ユースケースの想定と調査項目①～③の検討への反映 

 

● 訪日外国人観光客や障害者等の利用への考慮 

 本調査研究で検討するサービスについては、一般の居住者や観光客だけでなく、訪日外国

人観光客や障害者なども利用者となることを想定し、流通する情報についても、これらの利

用者にできるだけ広く活用可能なものとなるよう考慮の上で検討を行った。 

 

● 既存の取組や仕様の活用 

 交通や観光に関わる情報については、既にデータのオープン化や標準化、相互連携等のさ

まざまな取組が行われている（バス運行情報のデータフォーマット標準化等）。 

 今回の検討はダイナミックマッププラットフォームの活用を前提とするが、これら既存

 

③サービスの開発・評価
スキームの検討

事例からの視点・示唆

開発・評価スキーム案

居住者 観光客
行政

交通事業者
・・・

●ユースケースの想定
・どのような人が、どのようなニーズにより、どのようにサービスを利用するか
・どのような人に、どのような効果・メリットを提供できるか

①流通可能な情報
及び流通条件の調査

流通する情報

流通のための条件

・ユースケースを実現し、
効果・メリットを発揮するためには、
どのような情報が、
どのように流通する必要があるか

②交通環境情報基盤の
活用可能性に関する整理

蓄積・管理する情報

入力・出力機能

・ユースケースを実現し、
効果・メリットを発揮するためには、
必要となる情報をどのように取得し、
どのように蓄積・管理（更新も含む）し、
どのようなかたちで出力すればよいか

・ユースケースを実現し、
効果・メリットを発揮するためには、
民間のアイディアやリソースをいかに活用し、
ニーズに合致した開発・評価スキームを
構築すればよいか
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の標準化や連携等の動きについては最大限活用・連携して取り組むことを想定した。 

 また、必要となるデータの独自の入手・整備・更新、サービスやアプリケーションの提供

等については、さまざまな事業者が既に独自に取り組んでいる部分もあり、ＳＩＰとして整

備・構築すべき部分（協調領域）と各事業者の独自の取組（競争領域）との関係、切り分け

も意識しながら、現実的な仕組みを検討した。 

 

 

図 1.2 既存の取組や仕様等の活用・連携のイメージ 

 

● 政府各府省庁の取組との連携による効果の最大化 

 全国各地域における交通・観光に係る課題解決や新たなサービス開発・実証・事業化等に

ついては、政府各府省庁によりさまざまな事業・施策が展開されている。 

 本事業においては、これらの事業・施策とも適切に協力・連携を図ることにより、社会課

題解決や新たなサービス創出への社会的な施策効果を最大化することを目指す。 

 

1.3.2 対象地域 

 本調査研究では、実験候補エリアとして、我が国を代表する国際観光都市である京都市を

対象とした。 

 京都市には数多くの観光客（インバウンドを含む）が訪れる他、居住者も多く、全国の観

光都市における情報流通やサービス提供のモデル的な検討を行うのに適していると考えら

れる。本業務の仕様書に記載されている候補エリアの条件への対応については以下のとお

りである。 
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表 1.1 対象地域の条件と京都市の状況 

 本業務仕様書記載の条件 京都市の状況 

ア 鉄道、バス等、複数の交通機関網や物

流網が存在し、かつそれらの運行情

報、荷物配送情報等を外部提供でき

る可能性が高いこと 

京都市営地下鉄、京都市バスをはじめ、複数

の交通機関網や物流網が存在している。 

また、鉄道、バスについては情報連携の取組

を既に進めている。 

イ 観光需要が旺盛、かつ観光スポット

が域内に点在する等、観光客向けサ

ービスの実現に対する期待が大きい

こと 

京都市には毎年５千万人もの観光客が来訪

する。観光スポットも市内に多数存在し、イ

ンバウンド対応も含め、観光客向けサービス

の実現に対する期待も大きい。 

ウ 将来的な全国展開を見据え、象徴的

な事例となる地域であること 

京都市は我が国を代表する観光都市であり、

全国展開を見据えた象徴的な取組事例とな

る。 

エ 観光施設や宿泊施設における情報の

入手見込みがあること 

観光施設、宿泊施設の数も多く、観光協会や

民間サイト等による情報集約・発信等の実績

も含め情報入手の見込みがある。 

 

 京都市においては、観光に関する人流・物流・施設運営等に関し、さまざまな課題、ニー

ズを有していると考えられ、これらの課題の解決手段のひとつとして、今回検討しているサ

ービスを活用することを想定した。 

 京都市の交通・観光等に関する資料確認等の情報収集を行ったところ、京都市においては、

市バスの混雑がひとつの大きな課題となっていると考えられる。その原因としては、観光客

と居住者が混在していること、観光客が大きな手荷物を持ったままバスに乗車することの

２点が主な要因となっているようである。例えば、通勤時間帯に観光客がバスを利用するた

めに混雑率が高くなっていたり、観光客が大きな手荷物を抱えてバスに乗り込むために、乗

車人数はそれほど多くなくとも、車内が混雑しているように感じられ、快適な移動体験が妨

げられたりしている。 

市バスの混雑を解消するために、現在も多くの取組が実施されている。観光客と居住者の

混在による課題を解消するために、観光客向けの急行バス（観光地・主要ターミナル間）の

運行や、「歩くまち京都」アプリでバス・地下鉄のダイヤや運行情報を配信、大規模イベン

ト時には観光施設の需要に応じてバスの増便等を実施している。ただし、バスの運行情報を

確認できるアプリケーションの機能は現時点限定的であり、バス車内の混雑状況を把握で

きず、観光施設と交通事業者の連携が不十分（混雑状況等は共有できていない）である等、

十分な課題解決には至っていない。 

また、手ぶら観光に資する取組としては、観光客向けに宿泊施設と主要ターミナル間の手

荷物配達サービスを実施したり、手荷物を持ったまま乗車することを前提としてバス車内
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の設計を工夫したりしている。ただし、手荷物配達サービスの認知度は低く、サービスを利

用できる場所が限定されており、また特に外国人観光客は手荷物を預けることに対する不

安があるために、十分に活用がされていない。 

現在京都市内で実施中の取組とその課題を踏まえた上で、施策をさらに推し進めるため

の手段のひとつとして、今回検討しているサービスを活用することが想定される。 

 

1.3.3 調査項目及び実施方法 

 居住者向け、観光客向け、行政・交通事業者向け等のユースケースを想定した上で、それ

を実現するために必要な情報、情報連携基盤に求められる構成・機能、サービスの開発・評

価スキームについて検討を行った。 

 

 

図 1.3 必要となる主な情報/情報連携基盤/想定される主なサービスの関係（検討例） 

 

(1) ユースケースの想定 

 前述したとおり、本調査研究では、まずサービスのユースケースを想定し、どのような人

にどのような効果・メリットを提供できるか検討した上で、それを前提として調査項目①～

③の検討を行った。 

 なお提示したユースケースは中長期的に実現することも想定し幅広の案を提示している

が、実現可能性も勘案し、直近に実証すべき範囲の絞り込みも検討した。 

 

(2) 流通可能な情報及び流通条件の調査 

 前述したユースケースを前提として、流通が求められる情報の内容を想定しつつ、流通

可能な情報及び流通条件を確認した。 

交通に関する情報
• 地下鉄路線図、運行ダイヤ、駅構内図
• バス路線図、運行ダイヤ
• タクシー、オンデマンド交通の乗降可能位置
• パークアンドライド対象の駐車場情報
• 通常の駐輪場情報
• 各交通機関の位置情報
（バスロケーション等）

• 各交通機関の混雑情報
• 各交通機関の事故情報
• 道路/歩道の３次元情報

物流に関する情報
• 荷物の位置情報
• 配送計画（ルート、到着時間帯等）

施設に関する情報
• 位置情報
• 収容キャパシティ
• アクティビティ所要時間
• 混雑情報

その他
• 利用者の属性情報
（カメラロール、ウェブ閲覧履歴等）

INPUT：必要となる主な情報 OUTPUT：想定される主なサービス

観光客向け
• 手ぶら観光

• 施設の混雑情報（予測）に基づいて
最適な移動計画を立てる

• 交通機関の混雑情報（予測）に基
づいて、移動計画を立てる

• 多言語情報提供

居住者向け

• 施設の混雑情報（予測）に基づいて
最適な移動計画を立てる

• 交通機関の混雑情報（予測）に基
づいて、移動計画を立てる

行政・交通事業者向け

• 人流の統計データ把握（ダイヤ変更の
検討の際などに活用）

• 交通機関の事故や遅延情報（や天
候などと合わせた予測）を把握

• 多言語情報提供

情報
取得
API

情報連携基盤

情報
出力
API
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 また、京都市では公共交通に係るネットワーク会議が構築されており、京都市内の鉄道

事業者、バス事業者、京都市交通局が協議する場ができているため、この場を活用して情

報収集や検討を行うこととした。 

 

① 検討対象となる情報のリストアップ 

 想定されるユースケースから流通が求められる情報、その他流通が可能と思われ

る情報等をリストアップした。 

 

② 各情報の流通条件の把握 

 上記でリストアップした情報について、その内容・仕様や流通条件について情報

収集・整理した。 

 

(3) 交通環境情報基盤の活用可能性に関する整理 

 前項で収集・整理した流通可能性のある情報及び想定されるサービス、ユースケースを念

頭に置き、交通環境情報基盤に求められる要件を検討した。 

 検討にあたっては、既に複数交通モードの情報連携サービスを提供している事業者への

ヒアリングを行い、現状できていること、今後のサービス展開にあたって不足している情報、

人流・物流・施設の本格的な連携に向けての課題等について意見を聴取した。 

 

① 交通環境情報基盤に求められる要件の検討 

 想定されるユースケース、流通可能性のある情報（INPUT）及び想定される主な

サービス（OUTPUT）を踏まえ、交通環境情報基盤に求められる要件（情報の構成、

内容、入力・出力に係る API 等の機能要件等）を検討した。 

 また、複数事業者の間の共通基盤（協調領域）として整備すべき範囲、各事業者

の独自の取組とすべき範囲（競争領域）の切り分け、連携のあり方等についても検

討した。 

 

② 情報連携実現のための課題・要件等の把握 

 上記検討を踏まえ、既存の情報連携サービス事業者に対しヒアリングを行い、課

題等について聴取、検討を行った。 

 また、関連施策の動向や関係の確認、活用可能性の検討等も行った。 

 

(4) サービスの開発・評価スキームの検討 

 今回検討する交通情報基盤をベースとしつつ、特にサービス提供（OUTPUT）について民

間のアイデア、リソース等を活用したサービスの開発・評価のスキームを検討した。 

 他分野を含め、データ連携基盤、サービス連携基盤についてコンテスト等によりサービス
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開発・評価を行っている取組事例を収集し、取組の内容、成果、課題等について確認し、今

回検討の参考とした。 

 

① 民間のアイデアやリソースを活用したサービス開発・評価の事例調査 

 他分野を含め、データ連携基盤やサービス連携基盤について、コンテストやハッ

カソン、アイデアソン等の手法によりサービス開発・評価を行っている取組事例に

ついて情報収集・整理を行った。 

 

② サービス開発・評価のスキーム検討 

 前項の事例調査を踏まえつつ、将来的な持続的運用への展開も見据えて、サービ

ス開発・評価のためのスキームを案出した。 
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2 ユースケースの想定 

 前述のとおり、本調査研究では、まず提供されるサービスの具体的なユースケースをいく

つか想定した上で各項目の調査を行う。「どのような人が、どのようなニーズにより、どの

ようにサービスを利用するのか」「どのような人にどのような効果・メリットを提供できる

のか」を整理することにより、社会課題解決や新事業創出に効果的と思われるサービスを想

定し、その上で収集・提供が必要となる情報の対象・内容・条件等を絞り込み、具体化・精

査していくアプローチをとる。 

 

2.1 ユースケースの想定 

 ユースケースの検討例を以下に示す。ここでは、居住者、観光客、行政・交通事業者をユ

ーザーとして想定したユースケースを示す。複数交通モードにわたる移動を支援するとい

う観点だけでなく、人流・物流・施設の間での情報やサービスの連携を重視してユースケー

スを検討した。 
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2.1.1 居住者（子育て世代） 

• 12 時頃、四条エリアと五条エリアに買い物に出かけることを考えている居住者に対

して、混雑予想に基づき、五条から四条の順に移動することをスマートフォンアプ

リがレコメンド。 

• 子どもと一緒に楽に移動できるように、スマホアプリで自宅前までタクシーを手配

し、五条の大型ショッピングセンターに向かう。ベビーカーはタクシーのトランク

に載せて移動。ショッピングセンターで多くの買い物をしたため、荷物のみ自宅へ

配送を依頼した。 

• 大型ショッピングセンターを出る頃には、四条エリアの混雑状況も緩和されている

ようなので、子どもをベビーカーに載せて、バスで四条エリアに向かう。 

• 四条エリアでウィンドウショッピングをし、夕飯前に帰宅できるよう地下鉄で移動

する。ちょうど帰宅したすぐ後にショッピングセンターから荷物が届く。 

 

  

  

出典）三菱総合研究所作成 

図 2.1 想定ユースケース（居住者（子育て世代）） 
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2.1.2 居住者（通勤者） 

• 通勤者 A：事前に混雑予想をチェックし、地下鉄が空いている時間帯に四条烏丸の

オフィスまで出社。退社予定時間が近くなったときに、スマホのプッシュ通知で、

地下鉄の混雑状況を把握。退社予定時刻を１時間遅らせることを決めた。 

• 通勤者 B：時差通勤でポイントが貯まるので、いつもより早めの出社。鉄道の運行

障害が帰宅時間と重なったが、アプリを使ってスムーズに振替輸送を利用できる。

運休等の非常時などは鉄道の定期券でバスに乗車できる仕組み。 

• 通勤者 C：シェアサイクルで通勤をしている。自分が所有している自転車を使うと

駐輪場に困るので、ポートがたくさんあるシェアサイクルは便利。通勤途中で雨が

降っても、途中のポートで自転車のみ返却し、異なる交通手段で移動できる。 

 

 

  

出典）三菱総合研究所作成 

図 2.2 想定ユースケース（居住者（通勤者）） 
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2.1.3 居住者（高齢者） 

• 配車センターに電話を掛け、自宅住所と行き先を伝えると、自宅前まで乗合タクシ

ーが迎えに来てくれる。ドアツードアで移動できるため、移動が億劫ではない。 

• 大型ショッピングセンターで買い物を終えると、ショッピングセンターのインフォ

メーションカウンターで、乗合タクシーを手配してくれる。 

• スマホを日常的に使う人は、スマホから予約・決済が可能。 

 

2.1.4 観光客 

• 観光客が京都駅に到着すると、まず手荷物を預け、宿泊先に荷物のみ送付できる。

預け入れ手続きの際、ユーザーがスマートフォン上で QR コードを表示すると、宿

泊先情報や連絡先が自動的に宅配事業者と共有され、決済も自動で完了する。従来、

手荷物の預け入れに掛けっていた手間や時間を大幅に削減できる。 

• 観光地で土産を買った場合にも、QR コードを表示するだけで宿泊先まで荷物を届

けてもらえる。トラック物流だけではなく、人力車等も活用するため、交通渋滞の

緩和にも一役買っている。旅行全体を通して観光客は手荷物を持つことがなく、快

出典）三菱総合研究所作成 

図 2.3 想定ユースケース（居住者（高齢者）） 
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適な旅行体験ができる。 

• 手荷物を預けて身軽になった観光客は、それぞれの目的地に向かって、最適な交通

手段で移動する。ひとつのアプリ上で、交通手段の検索、予約、決済が完了するた

め、ストレスがない。交通手段の選択の際には、階段の数や坂道の長さなどを考慮

することもできるので、体力に自信がない観光客や自転車を使いたい観光客も安心

である。 

• スマートフォンのカメラロールやウェブの閲覧履歴をアプリ上で読み込むと、ユー

ザーの属性情報に応じて、観光地のレコメンドをする機能もある。もちろんこれは、

ユーザーの許諾を得られた場合のみ提供される。 

• 外国人向けに、多言語情報提供も行われている。旅行に関する全てのやり取り（検

索、予約、決済）を多言語で実施可能。 

 

  

 

  

出典）三菱総合研究所作成 

図 2.4 想定ユースケース（観光客） 
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2.1.5 観光客（車いす利用者） 

• 旅行に出かける前に経路検索サービスにより、自らの障害に対応したバリアフリー

移動ルート（スロープ、エレベータ、エスカレータ、リフト、車いす対応の車両（電

車、バス、タクシー等）、介助サービス等）を検索し、行程を立案。 

• 移動時間については混雑状況を考慮した時間帯やルートを提案。また、車いす利用

での車両への乗降や乗換えも考慮した所要時間の推測値を提案。 

• 移動ルートだけでなく、駅構内や立ち寄り施設等におけるバリアフリー対応も確認

（トイレ、スロープ、エレベータ、エスカレータ、介助サービス等） 

 

 

  

 

 

  

出典）三菱総合研究所作成 

図 2.5 想定ユースケース（観光客（車いす利用者）） 
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2.1.6 行政・交通事業者等 

• 居住者、旅行客の移動を把握できるため、交通需要に応じて、バス増便やモード間

の融通を行うことができる。 

• また、居住者と旅行客の移動時間・エリアをうまく分離するように誘導することで、

双方の移動体験をよりよいものにできる。 

• 訪日外国人から頻繁に質問を受ける地点やサービスについては、多言語情報提供を

優先的に推進する。これにより、訪日外国人の満足度が向上する。 

• 災害発生時には、スマートフォンに避難所情報、交通機関復旧情報等を配信し、避

難所や宿泊先に速やかに誘導する。 

• 交通需要に応じて、ダイナミックプライシングを実施し、適正な交通量へと誘導し

たり、バス路線の再編成についてシミュレーションしたりすることも可能。 

 

  

  

出典）三菱総合研究所作成 

図 2.6 想定ユースケースの例（行政・交通事業者等） 
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2.2 直近の実証検討対象とするユースケースの絞り込み検討 

 2.1 節で提示したユースケースは中長期的に実現することも想定し幅広の案を提示してい

る。実現可能性も勘案し、直近の実証検討対象とするユースケースの絞り込みを検討した。 

 

 直近では、特に課題となっている居住者や観光客を対象としたユースケースを重視し、ま

た、公共交通機関（鉄道、バス等）に関する情報と物流・施設に関する情報との連携を重視

して、以降の検討を行うこととした。 
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3 流通可能な情報及び流通条件の調査 

 前項で検討したユースケースを前提として、必要となる情報の内容を想定しつつ、流通可

能な情報及び流通条件等を確認した。 

 情報収集・整理にあたっては、京都市における関係主体に協力を求めて実施した。京都市

都市計画局歩くまち京都推進室に協力を求めたほか、京都市公共交通ネットワーク会議（京

都市及び京都市内を運行する鉄道事業者、バス事業者が参加）に協力を求めて情報収集や検

討を行った。 

 

3.1 検討対象となる情報のリストアップ 

 想定されるユースケースから流通が求められる情報、その他流通が可能と思われる情報

等をリストアップした。対象となる情報を整理したものを表 3.1 に示す。ユースケースの実

現のためには、交通に関する情報、物流に関する情報、施設に関する情報など、多岐にわた

る情報が求められる。保有者や情報保有の状況は情報により異なることから、それぞれに対

応した流通条件等の確認が必要となる。 

 

表 3.1 ユースケース実現のために求められる情報（例） 

交通に関する情報 

静的データ 

地下鉄路線図、運行ダイヤ、駅構内図 

バス路線図、運行ダイヤ、バス停位置 

タクシー、オンデマンド交通の乗降可能位置  

パークアンドライド対象の駐車場情報 

駐輪場情報 

バリアフリー情報 

道路や歩道の３次元情報 

動的データ 

運行状況 

車両位置情報 

車両混雑状況 

物流に関する情報 
荷物の位置情報 

配送計画（ルート、到着時間帯等） 

施設に関する情報 

位置情報 

収容キャパシティ 

アクティビティ所要時間 

混雑情報 

出典）三菱総合研究所作成 
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3.2 各情報の流通条件の把握 

3.2.1 調査内容 

(1) 調査対象とした情報の分類 

 今回の調査情報では、交通、物流、施設に関する情報を調査対象としている。 

 このうち交通に関する情報は更新頻度により、数か月～数年に１度程度更新される「静的

データ」と数分～数時間での更新が想定される「動的データ」の２種類に分類される。静的

データとしては、路線図、時刻表、料金表（運賃表）、駅構内図、バス停位置、バリアフリ

ー情報等があげられる。また、動的データとしては、運行状況、車両位置情報、車両混雑状

況等があげられる。 

 物流に関する情報としては、荷物配達状況、予約・決済情報等、また、施設に関する情報

としては、施設位置、収納可能キャパシティ、バリアフリー・ユニバーサルデザイン化情報、

指定避難所情報、混雑情報等があげられる。 

 

表 3.2 調査対象とした情報の分類 

交通環境情報 具体例 

交通 
静的データ 

路線図、時刻表、料金表（運賃表）、 

駅構内図、バス停位置、バリアフリー情報 等 

動的データ 運行状況、車両位置情報、車両混雑状況 等 

物流 荷物配達状況、予約・決済情報 等 

施設 
施設位置、収納可能キャパシティ、バリアフリー・ 

ユニバーサルデザイン化情報、指定避難所情報、混雑情報 等 

出典）三菱総合研究所作成 

 

(2) 本調査における確認項目 

 表 3.3 に、本調査における各情報の調査内容を整理した。各情報保有者から流通可能と

考えられる交通環境情報のそれぞれに関して、情報の種類・形式、提供方法、更新頻度、

提供条件等について確認を行った。 
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表 3.3 本調査における各情報の調査内容 

調査項目 内容 留意点 

流通可能と考えられる

交通環境情報 

交通・物流・施設に関

する情報 

想定ユースケースから流通が必要と

考えられる情報を優先して確認。その

他、入手・流通が可能と考えられる交

通環境情報についても確認。 

情報の種類/形式 
情報の種類、フォーマ

ット、情報容量等 
 

情報の提供方法 
ホームページ、メール

添付、API 等 
API 等が提供されている場合は確認。 

情報の更新頻度 リアルタイム性 
提供頻度に加え、元となる情報の更新

頻度についても確認。 

情報の提供条件 － 

情報所有者の実証実験への情報提供

の可否、所有権、使用権、個人情報保

護、有償・無償、上記条件以外の課題

など。 

出典）三菱総合研究所作成 

 

(3) 調査方法 

 本調査では、調査方法として文献調査、ヒアリング調査のそれぞれを実施した。 

(ア) 文献調査 

交通・物流・施設の各情報に関して、情報を保有していると想定される事業者の公

開情報（交通・物流・施設事業者ウェブサイト、京都市オープンデータポータルサ

イト）を閲覧の上、調査項目の確認を実施した。 

(イ) ヒアリング調査 

 

 文献調査で判明しなかった各事業者の情報管理・提供状況を把握するため、表 3.4 に示

したように、京都市公共交通ネットワーク会議への参加事業者等の交通事業者、京都市で

手ぶら観光サービス事業者を実施する物流事業者を対象にヒアリングを実施した。 
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表 3.4 交通・物流事業者へのヒアリング調査の実施概要 

実施時期 2019 年 7 月 10 日（水）～８月 9 日（金） 

対象主体 交通事業者 17 社（京都市公共交通ネットワーク会議参加事業者他） 

物流事業者  ３社（手ぶら観光サービス実施事業者） 

ヒアリング

項目 

各社保有データの概要、外部提供のための条件、課題 
実証事業及び以降の事業展開に関する意見・示唆 等 

出典）三菱総合研究所作成 

 

3.2.2 調査結果の概要（全体傾向） 

 文献調査を通して得られた交通・物流・施設関連情報の内容、提供条件等の概要を、表 

3.5、表 3.6、表 3.7 にそれぞれ示す。 

 交通関連情報では、交通事業者が保有するさまざまな情報はエクセル、CSV、PDF 等の種

類で提供されている場合が多かった。コンテンツ・プロバイダ（以下CPと略す場合がある。）

に対しては、ホームページ（以下 HP と略す場合がある。）での公開やメール添付等で提供

がされている。更新頻度はコンテンツ・プロバイダ等から問合せがあり次第随時あるいはダ

イヤ改正時等に交通事業者側から連絡する場合があった。提供条件としては、一部有償で提

供している事業者や詳細な提供条件について要調整とした事業者等があった。 

 

 なお、表 3.5 は、交通事業者全体の傾向を示したものであり、大手事業者と中小事業

者、鉄道事業者とバス事業者等で、状況・傾向については大きく差異があることについて

注意が必要である。大手事業者は中小事業者と比べてシステムやデータの整備が進んでい

るが、データを事業の基盤として認識しており、外部への提供は特定の主体に限定または

有償でとの考え方の事業者が多い。またバス事業者は鉄道事業者と比べてシステムやデー

タの整備状況にばらつきがあるが、全体として標準的な形式（GTFS-JP 等）での整備・提

供を模索している事業者が多い。 

 

 物流関連情報に関しては、ホームページや API、旅行商品・荷物預り等のマッチングサー

ビスを通じた情報連携の可能性が示唆された。ただし、情報提供に関しては要確認調整とす

る事業者が多かった。 

 

 施設関連情報に関しては、京都市オープンデータポータルサイトを通じて取得可能な情

報が多い。これらの情報はエクセル、CSV、HTML 等で数表の形式で提供され、随時、一定

期間ごとに更新されている。提供条件としてライセンス表示が求められている。混雑状況等

の動的データについては十分に提供されていない状況である。 
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表 3.5 交通関連データの内容・提供条件等の概要（全体の傾向） 

注）下表は交通事業者全体の傾向を示したものであり、大手事業者と中小事業者、鉄道事業

者とバス事業者等で、状況・傾向には大きな差異がある。 

データ 種類/形式等 提供方法 更新頻度 提供条件 

路線図 図/PDF 等 
HP 等で提供、 

メール添付等 

随時、 

ダイヤ改正時等 
― 

時刻表 
数表/エクセル・

CSV 等 
メール添付等 ダイヤ改正時等 一部有償 

料金表 
数表/エクセル・

CSV・PDF 等 
メール添付等 

ダイヤ改正時、 

運賃改定時等 
一部有償 

駅構内図 図/PDF 等 HP 等で提供等 随時 ― 

バス停位置 ― ― ― ― 

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ情報 図/PDF 等 HP 等で提供等 随時 ― 

運行状況 文字列/TXT 等 HP、Twitter 等 随時 ― 

車両位置情報 
緯度経度等/ 

CSV 等 
― 随時 詳細要調整 

車両混雑情報 保有していない ― ― ― 

出典）ヒアリング結果及び各種資料を基に三菱総合研究所作成 

 

表 3.6 物流関連データの内容・提供条件等の概要（全体の傾向） 

データ 種類/形式等 提供方法 更新頻度 提供条件 

荷物配達状況 ― 
HP や API 等による 

連携の可能性 
随時 

詳細については 

要確認調整 

予約・決済 ― 

旅行商品や荷物預かり 

マッチングサービス経由 

による連携の可能性 

随時 
詳細については 

要確認調整 

出典）ヒアリング結果及び各種資料を基に三菱総合研究所作成 

 

表 3.7 施設関連データの内容・提供条件等の概要（全体の傾向） 

データ 種類/形式等 提供方法 更新頻度 提供条件 

施設位置 
表/エクセル・

CSV・HTML 等 
HP 等で提供等 随時・毎月 ライセンス表示 

収納可能 

ｷｬﾊﾟｼﾃｨ 
表/CSV 等 HP 等で提供等 毎月 ライセンス表示 

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ・ 

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 

ﾃﾞｻﾞｲﾝ化情報 

表/HTML 等 HP 等で提供等 随時 ライセンス表示 

指定避難所 

情報 
数表/エクセル等 HP 等で提供等 年４回 ライセンス表示 

混雑情報 ― ― ― ― 

出典）各種資料を基に三菱総合研究所作成 
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3.2.3 交通事業者へのヒアリングにおける主な意見（抜粋） 

 本節では、交通事業者へのヒアリング結果の概要を示す。ヒアリング結果は以下のように

整理された。 

・ データの管理、コンテンツ・プロバイダへの提供方法 

・ データ提供の運用実態 

・ 交通環境情報基盤へのデータ提供の可能性 

・ 交通環境情報基盤へのデータ提供の上での留意点 

・ 交通環境情報基盤・交通の最新動向に関する要望等 

 

(1) データの管理、コンテンツ・プロバイダへの提供方法 

 表 3.8 に、データの管理、コンテンツ・プロバイダへの提供に関する交通事業者からのヒ

アリング結果（主な意見）を示す。 

 静的データに関しては、エクセルや PDF 等で提供している場合が多かった。コンテンツ・

プロバイダ等に対しても、API ではなくメール添付で情報提供を行っている交通事業者も多

かった。 

 

 動的データに関しては、現状、交通事業者内でも十分対応できていないとの意見が聞かれ

た。自社ウェブサイトでの情報提供のみ行っている事例、運行情報を担当者が手作業で入力

している事例等もあった。 

 

表 3.8 「データの管理、コンテンツ・プロバイダへの提供方法」に関する 

ヒアリング結果（主な意見） 

 交通事業者からの主な意見 

静的データ 

・ 駅構内図は自社ウェブサイトに掲載されているものは提供可能

と思われるが、日々改修が行われていることに注意が必要であ

る。 

・ 運行ダイヤ情報は、自社のダイヤ作成システムから出力したファ

イルをコンテンツ・プロバイダにメール添付で提供している。こ

の他、各バス停の通過時刻表、運賃三角表のエクセルファイルも

提供している。 

・ 料金表データは自社にて作成したエクセルデータがありこれを

提供している。 

・ 駅構内図は PDF で公開している。 等 

動的データ 

・運行状況等の動的データについては十分対応できていない。対応で

きる担当者が限られる。障害・遅延発生時は公式ホームページ等に

入力している。 

・車両位置情報は自社ウェブサイトで発信しているが、外部に提供す

る仕組みは持っていない。運行状況は運行管理担当者の判断により

手作業で入力・発信している 等 

出典）ヒアリング結果より三菱総合研究所作成 
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(2) データ提供の運用実態 

 表 3.9 に、データの管理・提供の際の運用実態に関する交通事業者からのヒアリング結果

（主な意見）を整理した。 

 

 データの形式・標準化に関する交通事業者の動向に関しては、3.2.2 節の検討で確認した

とおり各社でばらつきがあるが、ヒアリングではコンテンツ・プロバイダ側でデータの加

工・編集を行っている事例があることが確認された。また、GTFS 対応がされていない事業

者も多く存在することも確認された。 

 

 データの更新に関しては、交通事業者側からコンテンツ・プロバイダに更新情報を提供し

ている事例、コンテンツ・プロバイダの連絡に応じて更新情報を提供している事例、コンテ

ンツ・プロバイダ側で独自に情報更新を行っている事例など、各交通事業者、各情報で対応

が分かれている。また、コンテンツ・プロバイダ側で最新の情報が更新されず、それに関す

るユーザーからの苦情が交通事業者側に寄せられるケースがあることも把握した。 

 

 データ提供に係る有償・無償の条件に関しては対応が分かれた。現在は交通機関利用促進

につながるデータの提供をコンテンツ・プロバイダ側に無償で行っている交通事業者が多

い一方で、目的外利用では有償化している事例、静的データも含めた交通データ全般をコン

テンツ・プロバイダに販売している事例、有償化を検討している事例も確認された。また、

コンテンツ・プロバイダ側が他社に再販する場合であっても、その収益の一部を交通事業者

側が得られる契約を行っている事例も確認された。 

 

 その他コンテンツ・プロバイダと交通事業者との契約に関して、秘密保持契約、利用目的・

利用条件等の契約が都度締結されているケースがあることが確認された。 
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表 3.9 「データの提供の運用実態」に関するヒアリング結果（主な意見） 

 交通事業者からの主な意見 

データ形式・ 

標準化 

・ 経路探索サービスに使えるかたちへのデータの加工・編集はコンテ

ンツ・プロバイダ側で実施している。 

・ GTFS 対応については、人手が足りずコストもかけられないため整備

していない。 等 

更新頻度・ 

正確性 

・ データの更新について、ダイヤ改定後のコンテンツ・プロバイダへの

連絡は、こちらからは実施していない。コンテンツ・プロバイダから

連絡あり次第、エクセル形式にて、時刻表、料金表、距離表等を提供

している。コンテンツ・プロバイダがホームページを確認し、独自に

修正している場合もある。 

・ 静的データ（時刻表、料金表等）に関してはコンテンツ・プロバイダ

４社に、ダイヤ改正の度に提供している。 

・ 運賃表データについては、当初、コンテンツ・プロバイダに直接提供

していた。現在は運賃改定があった場合、当社から連絡するか、コン

テンツ・プロバイダからの問い合わせに回答するというかたちで対

応している。 

・ コンテンツ・プロバイダ各社には，ダイヤ改正時に情報提供してい

る。一部はすぐに反映してもらえず苦情につながることもある。 等 

有償・無償 

・ データ提供について、原則として、エンドユーザの利用促進に資する

ことに対しては、無償で提供している。一方で、利用促進につながら

ない用途での利用（例えば企業の交通費精算システムでの利用等）に

関しては、目的外利用として、得られた収益の一部を配分いただいて

いる。 

・ 各駅の時刻表や運行ダイヤの情報については、元となる情報は管理

システム上のデータとして所持しており、これをコンテンツ・プロバ

イダに販売している。 

・ データ提供は有償で年間契約している。データ提供したコンテンツ・

プロバイダから他社に再販しているケースもあるが、再販分も含め

て費用を支払ってもらっている。 

・ 現状ではデータを無償で提供しているが、今後は、データ整備に係る

コストやデータ自体の価値も考慮し、有償化を検討している。 等 

提供条件 

・ データ提供の際には、担当部門とコンテンツ・プロバイダとの間で、

秘密保持契約や利用目的・利用条件の確認調整等を都度行っている。 

・ コンテンツ・プロバイダへのデータ提供条件は、各社との契約で決め

ている。無償提供だが用途は限定している。コンテンツ・プロバイダ

にとっては経路案内サービスの品質向上、交通事業者にとっては情

報発信の一環となり、Win-Win の関係と認識している。 等 

出典）ヒアリング結果より三菱総合研究所作成 
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(3) 交通環境情報基盤へのデータ提供の可能性 

 表 3.10 に、「交通環境情報基盤へのデータ提供の可能性」に関する交通事業者からのヒア

リング結果（主な意見）を整理した。全体として、交通環境情報基盤への静的・動的データ

提供に賛同する事業者、要検討とした事業者、慎重な姿勢を示した交通事業者に分かれた。 

 賛同する意見として、交通事業者側からコンテンツ・プロバイダへの情報提供の手間が減

るため歓迎とする意見、現在のコンテンツ・プロバイダとの契約と同等に扱う旨の意見があ

った。利用規約等の各条件を確認してから判断するとした交通事業者もあった。一方で、交

通情報のオープンデータ化は既存事業に負の影響を与える、誤った情報によるユーザーか

らのクレームや責任関係が生じる等の利用から、情報のオープンデータ化に慎重な意見を

示した交通事業者も存在した。 

 

表 3.10 「交通環境情報基盤へのデータ提供の可能性」に関するヒアリング結果 

（主な意見） 

 交通事業者からの主な意見 

賛同・ 

条件付き賛同 

・ 交通事業者側としては、交通環境情報基盤に情報をあげること

で、ダイヤ改正が行われた際、コンテンツ・プロバイダ各社への

連絡の手間が少なくなるなど、意味があると思われる。 

・ 現在コンテンツ・プロバイダに提供しているデータについては、

適切な利用規約を設定できるのであれば、提供に問題や負担はな

いと考えている。 

・ コンテンツ・プロバイダへのデータ提供については、１社にまと

めて提供する方が負担が少なくてよい。データの正確性の確保や

利用者の視点からも、ばらばらでない方がよいと思う。 等 

要検討 

・実証事業については、具体的な利用規約、契約条件、利用期間、利

用方法等を確認しないと、データ公開の可否を判断するのは難し

い。 等 

慎重 

・交通データのオープンデータ化の推進については、既存業者の事業

領域を消滅あるいは大幅に変動させる要素があると考えており、慎

重に取り組む必要があると認識している。 

・保有データの外部提供についてはかなりハードルが高い。現状と一

致していなデータをコンテンツ・プロバイダに提供すれば、経路検

索サービスでの誤案内やお客様からのクレームにもつながりかね

ない。動的データについては一層ハードルが高い。提供先でどのよ

うに利用されるのか、問題が発生した際の責任の所在等、リスク要

因が多く提供は難しい。 等 

出典）ヒアリング結果より三菱総合研究所作成 
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(4) 交通環境情報基盤へのデータ提供の上での留意点 

 表 3.11 に、交通環境情報基盤への交通データを提供するにあたっての留意点・要望に関

する、交通事業者からのヒアリング結果（主な意見）を整理した。交通事業者からみた懸

念点は、本事業の事業分担やデータの公開範囲、費用・収益性、既存の契約の適切化、技

術的な対応、情報の正確性の担保等、幅広くあげられた。 

 

 本事業の事業分担やデータの公開範囲に関しては、現段階では情報の管理者・活用方法・

実証範囲（サービス内容等）が未確定であるため、責任関係を明確化し適切なコントロール

を行ってほしいという要望があった。 

 

 費用・収益性に関しては、交通環境情報基盤の整備・運用に関する費用負担に留意する意

見の他、提案内容に収益性があるような情報活用に関しては、既存のコンテンツ・プロバイ

ダへのデータ販売と同様に別途契約の上、収益配分を望む意見があった。 

 

 契約の適正化に関しては、既存のコンテンツ・プロバイダ等との契約に本交通環境情報基

盤に関する規定を追記する必要がある旨指摘があった。 

 

 技術的対応に関しては、現在交通事業者が管理するシステムから交通環境情報基盤に情

報を取り出す際の、システム設計や API 開発等の必要性が指摘された。また、関連する情報

基盤整備に当たり、交通事業者側で対応できる人材が少ないとの意見もあった。 

 

 情報の正確性担保に関しては、交通環境情報基盤で得られる情報を最新に更新する必要

がある、誤った情報の提供に関する交通事業者側の免責事項を望むとの声があった。また、

複雑な現行の料金系統に対し、適切・正確な情報提供が可能であるか懸念する事業者もあっ

た。 

 

 その他、2019 年 10 月の消費税増税のため交通事業者は繁忙になるとの意見、GTFS 化の

推進にあたって交通事業者側に利点を明確に示してほしいとの意見もヒアリングを通して

収集された。 
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表 3.11 「交通環境情報基盤へのデータ提供の上での留意点」に関するヒアリング結果

（主な意見） 

 交通事業者からの主な意見 

事業分担 

公開範囲 

・ 関係主体（国、京都市、交通事業者、その他民間事業者等）の役割分担や、
収集した情報を誰が管理し、どう活用するのか、どのような人に提供するの
か等がわかるとよい。さらに決済等を含めるか否か等、実証事業で検証する
範囲や実証事業以降に実施する想定サービス範囲も示していただけるとよ
い。 

・ データ提供や API 連携については技術的には可能と考えられるが、誰がどの
範囲で利用するのか等、確認とコントロールが必要と考えている。等 

費用 

収益性 

・ 新たな交通環境情報基盤を整備・運用するに当たり、どのような経費がどれ
くらい発生し、交通事業者にも負担が発生するのかどうか気になるところで
ある。 

・ 経費がどれくらい発生し、交通事業者にも負担が発生するのかどうか気にな
るところである。 

・ 現状の運行管理システムから外部へ遅延情報等を提供することは技術的に
は可能だが、システム改修費が必要になる。なお、運行管理システムはメー
カーが限定されており、複数の事業者で共通の仕組みを開発することでコス
ト削減が可能。 

・ MaaS のダイヤデータについては広域のデータでなければ意味がないと思わ
れる。今回の実証事業でも市販データを購入してほしい。 

・ 今回のような実証事業であれば無償での提供は可能である。ただし、アプリ
コンテストに関して、提案内容に収益性があり、京都市の関与がない事業で
活用することになった場合は、別途契約の上、収益を配分いただきたい。 

・ 交通環境情報基盤のビジネスモデルを成立させるためには、エンドユーザや
交通事業者だけでなく、商業施設や宿泊施設等の協力を得るスキームを検討
することが必要と考えている。例えば、現在地から目的地までの検索・予約・
決済を行った場合、その利益の一部をルート上の交通事業者に配分するなど
の仕組みができるとよい。 等 

契約 
適正化 

・ GPS による車両位置情報を SIP 等で二次利用する場合は、原契約への追記等
が別途必要と考えられる。 等 

技術的 

対応 

・ 車両位置情報については、現状稼働しているシステムのフローの中でデータ
提供可能なタイミングがあるかなど確認が必要。また、データ提供に当たっ
ては API の整備も必要となると考えられる。 

・ 例えば SIP 側でエクセル形式の標準フォーマットおよびそれを GTFS に変換
する仕組みを作るならば、エクセル標準フォーマットでのデータ提供は可能
と考えられる。ただし対応できる人材に限りがあるため、期間を要する可能
性がある。 等 

正確性 

の担保 

・ 循環系統では、運賃表の考え方が一般の路線バスと異なる。そのため、間違
った使い方をしないように、注意事項を記載する必要がある。 

・ データのオープン化については、データの提供先、活用者が、ダイヤ改正等
に的確に対応してくれるのか、精度や鮮度を確保できるのか、といった懸念
がある。 

・ アプリコンテスト参加者等から誤った情報が利用者に提供された際の責任
関係等は明確にしていただきたい。 等 

その他 

・ ８月～９月は 10 月の消費税改定対応で繁忙になるため配慮いただきたい。 

・ GTFS データの整備には、標柱レベルの情報がないことが第一のネックであ
り、そのほかにも経路に紐づいた運賃情報や経路形状情報もない。技術的に
は整備は可能だが、体制的には、現状の体制・システムで GTFS データを整
備・メンテナンスし続けることは難しいと認識している。例えば、GTFS デ
ータを整備・提供することにより、何らかの業務削減がなされるなどの効果
がない限りは、対応は困難と認識している。 等 

出典）ヒアリング結果より三菱総合研究所作成 
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(5) 交通環境情報基盤・交通の最新動向に関する要望等 

 その他、広く本交通環境情報基盤や、MaaS 等交通の最新動向に関する要望に関する交通

事業者の主な意見を表 3.12 に整理した。 

 MaaS の近年の動向に関しては、交通事業者自体が MaaS の取組によって収益性を確保で

きるかに関心を寄せる意見があげられた。外資プラットフォーマーに対しデータを公開す

ることに関してリスクがあるとの声もあった。 

 また、特に京都で交通環境情報基盤の整備や MaaS を実装するにあたっては、現在情報の

加工・編集も行っているコンテンツ・プロバイダ側からの情報取得が現実的であるとする意

見、既に需要が存在し交通事業者の競争が激しい京都での MaaS 実装に課題が多い点を指摘

する意見もあった。 

 

表 3.12 「交通環境情報基盤・交通の最新動向に関する要望等」に関するヒアリング結果

（主な意見） 

 交通事業者からの主な意見 

交通データ・ 

MaaS 全般に 

関する要望 

・ MaaS 等への取組が、交通事業者としての収益増加につながるか、

検討する必要があると考えている。 

・ 欧米等では交通事業者が公営である場合が多く、データのオープ

ン化や MaaS 等も進んでいるが、日本においては交通事業者の多

くが民間企業であり、事業の基盤であるデータを無償で公表して

しまうことは大きなリスク要因となると認識している。データ連

携を進めるとしても交通事業者どうしでの連携が現実的と考え

ている。 

・ 外資プラットフォーマーや MaaS 事業者の動向については、交通

事業者としては注視している。データ活用や決済等の面でリスク

があると認識している。 等 

京都での 

MaaS 実装・ 

本交通環境 

情報基盤に 

関する要望 

・ 直近１～２年で取組を行うなら、コンテンツ・プロバイダのデー

タを利用するのが現実的だと考える。 

・ 地方部の観光地における MaaS については、フリーパスをベース

とした対応等により利便性向上、需要喚起等の効果が期待できる

が、京都のように大都市で多くの交通事業者が参入している観光

地においては課題が多いと認識している。 等 

出典）ヒアリング結果より三菱総合研究所作成 
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3.2.4 物流事業者へのヒアリングにおける主な意見（抜粋） 

 本節では、物流事業者へのヒアリング結果を整理する。ヒアリング結果は以下のように整

理された。 

・ 手ぶら観光サービスの現状 

・ 交通環境情報基盤へのデータ提供の可能性 

・ 交通環境情報基盤の連携に関する留意点 

 

(1) 手ぶら観光サービスの現状 

 表 3.13 に、手ぶら観光サービスの提供状況・利用状況・課題に関する、物流事業者から

のヒアリング結果（主な意見）を整理している。 

 手ぶら観光サービスとして提供されているサービスは、手荷物預り、宿泊施設への配送サ

ービスの２種類が存在する。これらのサービスは窓口受付だけでなく、旅行商品の利用者配

布冊子に付属するクーポンや、手荷物預かりマッチングサービス等から利用することがで

きる。 

 手ぶら観光の利用状況として、宿泊施設への配送サービスの利用が比較的少ないとの意

見があった。また、日本の利用者の方が海外旅行客より多いとの情報もあった。 

 こうした状況を踏まえ、物流事業者は海外旅行客へのサービス事前周知や、経済面・心理

面での旅行客への抵抗感の払拭が課題であるとの意見があった。 

 

表 3.13 「手ぶら観光サービスの現状」に関するヒアリング結果（主な意見） 

 物流事業者からの主な意見 

サービス 

提供状況 

・ 手荷物預かりおよび宿泊施設への配送サービスを実施している。 

・ 旅行商品で利用者に配布する冊子に付属するクーポン券で手荷

物当日配送も利用できる。 等 

利用状況 

・ 手荷物預かりは利用者も多く順調に伸びているが、宿泊施設への

配送サービスは、現時点はときどきしか利用されていない状況。 

・ 宿泊施設への配送サービスの利用者は 6:4 で日本の方が海外の方

より多い。また、利用するのは関東側の方で、西日本の方はあま

り利用しない傾向がある。 等 

手ぶら観光 

普及の課題 

・ ここ数年は海外からの旅行客が急増しており、キャリーサービス

利用の事前周知が課題と認識している。海外からの旅行客は手荷

物を手放すことにそもそも懸念があると感じている。『ロストバ

ゲージが怖い』『配送料が高い』といった声があった。 等 

出典）ヒアリング結果より三菱総合研究所作成 
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(2) 交通環境情報基盤へのデータ提供の可能性 

 表 3.14 に整理したように、交通環境情報基盤へのデータ提供の可能性に関して、賛同す

る意見、システム担当者等と要検討である意見等、物流事業者によって対応が分かれた。 

 

表 3.14 「交通環境情報基盤へのデータ提供の可能性」に関するヒアリング結果 

（主な意見） 

 物流事業者からの主な意見 

賛同 

・ 荷物の配送状況の追跡については、通常の荷物等と同様、API に

よる情報呼び出しは可能と考えられる。 

・ 手ぶら観光サービスやそれに関する情報基盤の整備については、

個別の事業者での対応には限界があり、国等による共通的な仕組

みづくりに期待したい。 等 

要検討 

・ 提供している荷物追跡サービスに対し、SIP 事業からアクセスし

利用することについて、過大なトラフィック負荷等がかからなけ

れば対応可能とは考えられるが、詳細についてはシステム担当部

門に確認調整が必要。 等 

出典）ヒアリング結果より三菱総合研究所作成 
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(3) 交通環境情報基盤の連携に関する留意点 

 表 3.15 に、各事業者の情報を交通環境情報基盤に提携する際の留意点に関して、物流事

業者からのヒアリング結果（主な意見）を整理した。 

 物流事業者からの意見として、交通環境情報基盤に接続する際のシステム改修や、そのた

めの費用負担に関する懸念点が示された。また、宿泊施設への手荷物輸送の際には宿泊施設

側の対応も必要になるため、情報連携を活用したサービス実装の際には物流事業者側だけ

でなく、宿泊施設側でも対応が求められる旨の意見があった。 

 

表 3.15 「交通環境情報基盤の連携に関する留意点」に関するヒアリング結果 

（主な意見） 

 物流事業者からの主な意見 

システム面の 

対応・費用 

・ 旅行会社や宿泊施設との連携により、前日以前にサービス予約、

伝票番号の発行ができればデータ連携の可能性は出てくる。デー

タ連携を実際に行う場合、システム面の対応や、それに係る費用

負担等の調整が必要となる。 等 

宿泊施設との 

連携の必要性 

・ 予約・決済等についてはデジタルで処理できる面が大きいが、荷

物の配送となると、例えば手荷物に QR コードを付与して管理し

たとしても、受け取る宿泊施設側にそれを読み取る端末が配備さ

れていたり、操作するスタッフがいなければシステムとして成立

しない。 

・ 手ぶら観光については、宅配業者よりも旅行会社や宿泊施設等に

働きかけ、利用者への荷物の配送を促す方が『観光公害』に効果

があるのではないか。 等 

出典）ヒアリング結果より三菱総合研究所作成 
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4 交通環境情報基盤の活用可能性に関する整理 

 前項で収集・整理した流通可能性のある情報及び想定されるサービス、ユースケースを念

頭に置き、交通環境情報基盤に求められる要件を検討した。 

 検討にあたっては、既に複数交通モードの情報連携サービスを提供している事業者への

ヒアリングを行い、現状できていること、今後のサービス展開にあたって不足している情報、

人流・物流・施設の本格的な連携に向けての課題等について意見を聴取した。 

 

4.1 交通環境情報基盤に求められる要件の検討 

 本節では、第２章で検討した「想定されるユースケース」、公開資料から把握した流通可

能性のある情報（INPUT）及び想定される主なサービス（OUTPUT）を踏まえ、交通環境情

報基盤に求められる要件（情報の構成、内容、入力・出力に係る API 等の機能要件等）を検

討した。 

 また、複数事業者の間の共通基盤（協調領域）として整備すべき範囲、各事業者の独自の

取組とすべき範囲（競争領域）の切り分け、連携のあり方等についても検討した。 

 

4.1.1 流通可能性のある情報（INPUT）・想定される主なサービス（OUTPUT）の整理 

(1) 調査手法 

 大手コンテンツ・プロバイダの公開情報（ウェブサイト、アプリケーション等）を確認し、

既存のサービスで利用している情報（ INPUT）、サービス利用者に提供している機能

（OUTPUT）の事業概要の把握・整理を行った。 

 

(2) 流通可能性のある情報（INPUT）の整理 

 コンテンツ・プロバイダによる情報のうち既存サービスでの利用が想定されるものを 

表 4.1 に整理した。 

 整理結果から、鉄道、バスの静的データ（路線図、運行ダイヤ、駅構内図）、一部バス、

タクシーの動的データ（車両位置情報）は交通事業者（交通データ販売専門事業者を含む）

から入手しているケースが多いことが確認された。これは第３章でヒアリング等を通じて

確認した、各事業者による情報提供・販売の実態と一致しており、これらの情報が経路探索

等のサービスの最も基本的なインプット情報となっていると想定される。 

 また、鉄道の車両混雑情報、位置情報、道路混雑状況などの動的データや、荷物位置情報

等の物流に関する情報、混雑情報等の施設に関する情報は、いずれも加工情報を収集したり、

取得源が不明であったりしている。こうした情報は交通事業者からの１次情報だけではな

く、コンテンツ・プロバイダや他事業者による情報の加工・処理等がなされていると想定さ

れる。 
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表 4.1 流通可能性のある情報（INPUT）の整理 

 
 

情報の流通情報 

交 

通 

鉄
道 

路線図 各 CP 加工情報を収集。一部 CP は交通事業者から収集。 

運行ダイヤ 各 CP 加工情報を収集。一部 CP は交通事業者から収集。 

駅構内図 各 CP 加工情報を収集。一部 CP は交通事業者から収集。 

車両位置情報 各 CP 同情報を利用していない。 

車両混雑情報 一部 CP は加工情報を収集。 

運行・事故情報 各 CP 加工情報を収集。 

乗車位置・バリア

フリー等情報 
各 CP 同情報を利用（収集方法未確認）。 

バ
ス 

路線図 各 CP 交通事業者から収集。 

運行ダイヤ 各 CP 加工情報を収集。一部 CP は交通事業者から収集。 

乗降可能位置 各 CP 加工情報を収集。 

車両位置情報 各 CP 加工情報を収集。一部 CP は交通事業者から収集。 

車両混雑情報 各 CP 同情報を利用していない。 

運行・事故情報 各 CP 同情報を利用していない。 

乗車位置・バリア

フリー等情報 
一部 CP 同情報を利用（利用方法不明）。 

タ
ク

シ
ー 

乗降可能位置 一部 CP 加工情報を収集。 

車両位置情報 一部 CP 交通事業者から収集。 

そ
の
他 

駐車場情報 一部 CP 交通事業者から収集。 

駐輪情報 一部 CP 同情報を利用（利用方法不明）。 

道路混雑情報 一部 CP 加工情報を収集。 

３次元情報 一部 CP 同情報を利用（利用方法不明）。 

物 

流 

荷物の位置情報 一部 CP 加工情報を収集。 

配送ル―ト情報 一部 CP 加工情報を収集。 

配送到着時間 一部 CP 加工情報を収集。 

施 

設 

位置情報 一部 CP 施設事業者から収集。 

収容キャパシティ 各 CP 同情報を利用していない。 

アクティブ所要時間 一部 CP 施設事業者から収集。 

バリアフリー等情報 一部 CP 同情報を利用（利用方法不明）。 

混雑情報 一部 CP 加工情報を収集。 

属性情報 一部 CP 加工情報を収集。 

出典）各種資料より三菱総合研究所作成 
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(3) 想定される主なサービス（OUTPUT） 

 コンテンツ・プロバイダが既存サービスでユーザーに提供しているサービスを表 4.2 に

整理した。 

 ここで示されているように、交通のルート検索、乗換位置・運行情報の取得、施設（ホテ

ル）の予約等の機能は、各コンテンツ・プロバイダで共通して提供されている。一部コンテ

ンツ・プロバイダでは屋内ルート検索、道路混雑状況の提供、バリアフリー関連情報の提供、

荷物受け取り関連情報の提供等の独自機能が付加されており、こうした機能において各社

差別化が図られていると考えられる。 
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表 4.2 想定される主なサービス（OUTPUT）の整理 

想定サービス 提供状況 

交 

通 

ル
ー
ト
検
索 

公共交通施設間ルート検索 

時刻表等を基に駅間あるいは停留所間の最

適ルート（鉄道・バス）を検索する機能。 

各 CP サービスを展開（一部 CP は機能
限定）。 

地点間ルート検索 

上記の他、施設や駐車場、駐輪場等の地点を

出発／到着点に指定しルートを検索する機

能。 

一部 CP サービスを展開。 

迂回ルート検索 

鉄道・バスからの遅延・運転見合せ情報を考

慮してルートを検索する機能。 

各 CP サービスを展開。 

ルート検索結果にリアルタイムな到着
予測時間を反映 

バス乗車区間のルート検索結果に、GPS で取

得したバスの現在地を踏まえ、発着時刻及び

所要時間を予測した結果を表示する機能。 

各 CP サービスを展開していない。 

屋内ルート検索 

駅構内、地下街のルートを検索する機能。 
一部 CP サービスを展開（機能限定）。 

乗車位置情報の提供 

階段や改札の位置を基に、乗り換えに適した乗車位

置情報を提供する機能。 

各 CP サービスを展開。 

運行情報の提供 

鉄道の遅延・運転見合せ等の情報を提供する機能。 
各 CP サービスを展開。 

混雑情報の提供 

鉄道の混雑情報を提供する機能。 
一部 CP サービスを展開。 

バリアフリー関連情報の提供 

階段を使わずに駅構内の移動ができるルートを提

供する機能。 

一部 CP サービスを展開。 

物 

流 

荷物受け取り関連情報の提供 

自身が受け取る荷物の配送状況（配送事業所等への

到着状況）が通知・確認できる機能。 

一部 CP サービスを展開。 

施 

設 

周辺情報の提供 

飲食店や駐車場、駐輪場等の施設情報（施設概要、

営業時間、空き状況等）を提供する機能。 

一部 CP サービスを展開。 

施設等の予約 

自社あるいは他社の予約サービスと連携して、施設

やサービスの予約ができる機能。 

一部 CP サービスを展開（機能限定）。 

出典）各種資料より三菱総合研究所作成 
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4.1.2 交通環境情報基盤に求められる要件の検討 

 ここまでの検討内容から、交通環境情報基盤に求められる要件を整理する。 

 

(1) 交通環境情報基盤の内容 

 交通環境情報基盤でから利用可能となる情報の種類として、表 4.3 に示した情報が想定

される（第３章掲載表を再掲）。これらの情報を活用することで、第２章で想定したユース

ケースの課題を解決することが期待される。 

 なお、実際にユーザーが交通環境情報基盤をベースとしたアプリを利用する際には、ユー

ザーの属性に関する情報（位置情報、カメラロール、ウェブ閲覧履歴等）を活用することと

なる。ただし、これらの情報は個人情報を含むことから、交通環境情報基盤自体での保存・

蓄積は行わず、エッジ側の処理にとどめる方針が妥当と考えられる。 

 

表 4.3 交通環境情報基盤の内容（再掲） 

交通に関する情報 

静的データ 

地下鉄路線図、運行ダイヤ、駅構内図 

バス路線図、運行ダイヤ、バス停位置 

タクシー、オンデマンド交通の乗降可能位置  

パークアンドライド対象の駐車場情報 

駐輪場情報 

バリアフリー情報 

動的データ 

道路や歩道の３次元情報 

運行状況 

車両位置情報 

物流に関する情報 
荷物の位置情報 

配送計画（ルート、到着時間帯等） 

施設に関する情報 

位置情報 

収容キャパシティ 

アクティビティ所要時間 

混雑情報 

その他 ログイン関連情報 

出典）三菱総合研究所作成 
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(2) 交通環境情報基盤の構成 

 交通環境情報基盤は、図に示したように INPUT 部・OUTPUT 部に大別される。各事業者

から提供された情報は INPUT 部で入力・標準化処理が行われ、交通環境情報基盤に蓄積さ

れる。OUTPUT 部では、ユーザーが API（Application Programing Interface: 情報取得のため

のインターフェース仕様）を通じて、各々の目的に合致した情報を取得し、それを組合せて

サービスを作成する。 

 

出典）三菱総合研究所作成 

① INPUT 部 

 INPUT 部では、交通・物流・施設事業者等の情報を一元化するため、情報の取得・

標準化を行う。 

 第３章でみたように、交通データのうち路線図、時刻表、料金表、車両位置情報

等は交通事業者からエクセルや CSV 形式で提供されているケースが多いため、こ

れをGTFS等の形式で標準化処理した上で交通環境情報基盤に接続することが想定

される。路線図・駅構内図・バリアフリー情報等や京都市の施設情報（京都市オー

プンデータポータルサイト）は PDF や HTML 形式で提供されているため、直接交

通環境情報基盤のサーバで管理することが考えられる。 

 交通データの中でも運行状況、車両位置情報や物流データの荷物配達状況（位置

情報）は事業者内のサーバ内で管理されているため、各事業者が API を通じた情報

出力プラットフォームを整備済（あるいは整備が可能）であれば、既存の事業者側

API を経由して情報取得することが望ましい。ただしヒアリングの結果、現状では

運行状況を担当者が手作業でウェブサイト発信している事業者も存在する。こうし

た事業者の情報を取得するため、各事業者のウェブサイト・Twitter 等から運行状況

に関する情報を取得する機能も考えられる。 

 

図 4.1 想定される交通環境情報基盤の構成（イメージ） 
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② OUTPUT 部 

 OUTPUT 部では、交通環境情報基盤に蓄積された情報を、統一化した情報出力

API を用いて取得する。第５章で述べるように、交通環境情報基盤にアクセスする

場合には利用規約に同意した者に限る必要があると考えられる。したがって利用者

はログイン関連情報で利用規約の同意の認証を得た上で、必要な情報を情報出力

APIから取得する。また、外部からの攻撃に対して情報漏洩等のリスクを防ぐため、

交通環境情報基盤に対する適切なファイアーウォール等の構築が必要となる。 

 情報取得 API を通じて得た情報に基づいた機能提供例を表 4.4 に示す。ここに示

したように、交通環境情報基盤で想定されるサービスは、交通環境情報基盤の複数

情報の組合せで解決される。 

 

表 4.4 交通環境情報基盤で想定されるサービス 

想定ユーザー 交通環境情報基盤の OUTPUT 想定サービス 

居住者向け 

交通の静的データ 
施設の混雑情報（予測）に基づいて最

適な移動計画を立てる 
施設の混雑状況 等 

（属性情報） 

交通の静的データ 交通機関の混雑情報（予測）に基づい

て、移動計画を立てる 交通の混雑・事故状況 

観光客向け 

物流の荷物位置情報 
手ぶら観光 

施設のアクティビティ所要時間 

交通の静的データ 施設の混雑情報（予測）に基づいて最

適な移動計画を立てる 施設の混雑状況 等 

交通の静的・動的データ 多言語情報提供 

行政・交通 

事業者向け 

交通の静的データ 人流の統計データ把握（ダイヤ変更

の検討の際などに活用） 交通の混雑・事故状況 

交通の静的・動的データ 交通機関の事故や遅延情報（や天候

などと合わせた予測）を把握 施設の混雑状況 

出典）三菱総合研究所作成 
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(3) 入力・出力に係る API の機能要件 

 情報の更新方法（PUSH/PULL）に関しては、下記のコンセプトで設計する必要があると

考えられる。交通環境情報基盤への INPUT 情報では、交通の動的データ・物流データ等更

新頻度が高い情報では、情報更新に合わせてユーザーへの提供が可能になるよう PUSH 型

の情報取得が望まれる。それ以外の情報（交通の静的データ、施設データ等）は PULL 型の

情報取得でも問題ないと考えられる。また、OUTPUT 側では、PUSH 型情報取得は交通環境

情報基盤のサーバ側に負担が生じることから、PULL 型情報取得が望ましいと考えられる。 

 

4.1.3 複数事業者の間の共通基盤（協調領域）として整備すべき範囲、各事業者の独自の

取組とすべき範囲（競争領域）の切り分け、連携のあり方等に関する検討 

 表 4.4 に示した通り、想定サービスに対してはアプリケーション開発者、コンテンツ・プ

ロバイダ等の創意工夫が反映される。したがって、こうしたユーザーを想定した開発

（OUTPUT）は競争領域と考えられ、逆に事業者からの情報収集（INPUT）は共通情報に基

づいた協調領域として設定されるべきと考えられる。 
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4.2 情報連携実現のための課題・要件等の把握 

 上記検討を踏まえ、コンテンツ・プロバイダ（CP）に対しヒアリングを行い、交通環境情

報基盤の活用に関する課題等について聴取、検討を行った。コンテンツ・プロバイダとは、

経路探索サービスなど、複数交通モードの情報連携サービスを提供している事業者である。

コンテンツ・プロバイダへのヒアリングを行い、現状のアプリ等で達成されているサービス

内容、今後のサービス展開にあたって不足している情報、人流・物流・施設の本格的な連携

に向けての課題等について意見を聴取した。 

4.2.1 調査内容 

(1) 調査概要 

 本調査では、調査手法としてヒアリング調査を実施した。 

 下表のとおり、コンテンツ・プロバイダ４社を対象としてヒアリングを実施した。 

 

表 4.5 コンテンツ・プロバイダに対するヒアリング調査の実施概要 

実施時期 2019 年８月２日（金）～８月 21 日（水） 

対象主体 経路案内コンテンツ・プロバイダ ４社 

ヒアリング

項目 

経路案内等の事業・サービスの概要 

データの入手・加工や作成等の現状・課題等 

交通環境情報基盤の活用可能性、ニーズ・課題、意見・示唆 等 

 

(2) 調査での確認項目 

 本調査では、コンテンツ・プロバイダのサービス実装に関して、表 4.6 に示した観点から

整理を行った。 

 ア項「調査対象地域における交通（人流・物流）の課題・ニーズの整理」では、現状認識

し対処している課題、認識しているが対処できていない課題等を確認した。 

 イ項「既存事例の調査・整理と、それを踏まえた情報連携サービスの活用シーン例」で

は、提供方法、利用者、利用する場面、提供する効果等の検討を実施した。現在提供して

いるサービス等の内容を確認。先行して仮説として想定したユースケースと対比し、必要

に応じユースケースの追加・精査を行った（第２章で掲載したユースケースは、この検討

を反映している）。 

 ウ項「実現に必要となる交通環境情報の整理」では、入手できている情報、必要だが入

手できていない情報、精度・鮮度等に関する課題等を把握した。 

 エ項「持続的な運用に向けて情報提供者等に期待する事項」では、情報のデータフォー

マットの統一、APIの公開、精度・鮮度の確保、有償・無償等について確認した。その中

での論点として、①交通環境情報基盤へのデータ提供・参加の可能性、②コンテンツ・プ
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ロバイダがデータ提供・参加する上での留意点、③全般に交通環境情報基盤・MaaS 動向

に関する意見を整理した。 

 

表 4.6 コンテンツ・プロバイダへの確認項目 

 調査項目 小項目 

ア ・ 調査対象地域における交通（人流・物流）の課題・ニーズの整理 

イ ・ 既存事例の調査・整理と、それを踏まえた情報連携サービスの活用シーン例 

ウ 実現に必要となる交通環境情報の整理 

エ 
持続的な運用に向けて情報提供者等に期

待する事項 

・ ① 交通環境情報基盤へのデータ提

供・参加の可能性 

・ ② 交通環境情報基盤へのデータ提

供・参加上の留意点 

・ ③ 交通環境情報基盤・MaaS 動向に関

する意見等 
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4.2.2 コンテンツ・プロバイダへのヒアリングにおける主な意見（抜粋） 

 本節では、交通事業者へのヒアリング結果（主な意見）を整理する。 

 

(ア)  調査対象地域における交通の課題・ニーズの整理 

 表 4.7 に、調査対象地域における交通の課題・ニーズに関するヒアリング結果（主な意見）

を整理した。 

 コンテンツ・プロバイダからは京都における交通に関して、子育て世代や障害者への対応

やオーバーツーリズム等に関する交通課題やニーズがあげられた。子育て世代や障害者へ

の対応に関しては各ユーザー層で誘導経路が大きく異なる点、オーバーツーリズムに関し

ては交通機関への過度な混雑集中等が指摘された。なお、第２章で指摘したユーザー層のユ

ースケースは、この点の課題・ニーズを反映したものとなっている。 

 

表 4.7 「調査対象地域における交通の課題・ニーズの整理」に関するヒアリング結果

（主な意見） 

 コンテンツ・プロバイダからの主な意見 

子育て世代・ 

障害者の対応 

・ 空港アクセス案内で、検索条件の中に『車いす』『ベビーカー』

『キャリーケース』を設定したところ、施設内の誘導経路が大き

く異なることがわかった。 等 

オーバー 

ツーリズム 

・ 最近の京都は混みすぎていて路線バスも積み残しが発生してい

る。この状況をリアルタイムで取得できたらよいかもしれない。

現状では Twitter などで情報収集する人が多いようだが正確性に

疑問がある。 

・ 京都においてオーバーツーリズムが課題であると認識している

のであれば、鉄道やバス以外のモビリティも含めて考えてもよい

のではないか。 等 

混雑緩和 

・ 比較的混雑が少ない乗換駅を優先するなど、到着時刻順だけでな

く、移動がスムーズなルートを優先して案内することも考えられ

る。しかし、現状ではデータの公開が十分ではないため、国や地

方自治体あるいは交通事業者や施設管理者が主導しデータ整備

を進めることで、サービス提供が実現するベースができると考え

られる。また、コンテンツ・プロバイダとしてサービス提供をサ

ポートすることは可能である。 等 
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(イ)  既存事例・情報連携サービスの活用シーン例 

 表 4.8 に、既存事例・情報連携サービスの活用シーン例に関するヒアリング結果（主な意

見）を掲載した。各コンテンツ・プロバイダで経路探索等のサービスを提供しているが、法

人向け経費関連システムではデータの正確性を重視するなど、対象とするサービス利用者・

キーとなるサービスによって、データ基盤に求める要件（正確性、更新頻度、情報種類等）

が異なる点がヒアリングから示唆された。また、今後 MaaS の普及・データ基盤の整備に伴

い、動的データの掲載、データの標準化等、データ基盤に求める要件が変化する実態も明ら

かとなった。 

 

表 4.8 「既存事例・情報連携サービスの活用シーン例」に関するヒアリング結果 

（主な意見） 

コンテンツ・プロバイダからの主な意見 

・ データの精度確保も課題である。特に法人向けの経費関連のシステムではデータの

正確性を重視している。 

・ 動的データは現時点ではほとんど利用していないが、今後は MaaS 対応などで必要に

なってくると考えている。 

・ バスのデータについては、これからはメンテナンスの段階と考えている。最近ではコ

ミュニティバスの情報を乗換案内に載せてほしいといった依頼もある。GTFS を使い

こなせる事業者はまだ少ないが、地方公共団体の予算で標準フォーマット化を行お

うとする動きもある。 等 
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(ウ)  実現に必要となる交通環境情報の整理 

 表 4.9 に、実現に必要となる交通環境情報の整理に関するコンテンツ・プロバイダからの

ヒアリング結果（主な意見）を整理した。 

 鉄道のデータに関しては、鉄道事業者から入手する事例、データ販売会社からデータ購入

する事例等に対応が分かれた。データ販売会社からデータ購入を行う場合には、コンテンツ

提供の際に変換の手間が少ないとする意見があった。 

 バスのデータに関しても、自治体・バス事業者から直接入手する事例、データ販売業者・

他のコンテンツ・プロバイダから提供を受ける事例の双方が意見としてあげられた。特にバ

ス停位置情報等、バス事業者の対応が難しいデータも多く、コンテンツ・プロバイダが情報

形式の変換に役割を果たしている状況が確認された。 

 

表 4.9 「実現に必要となる交通環境情報の整理」に関するヒアリング結果（主な意見） 

 コンテンツ・プロバイダからの主な意見 

鉄道のデータ 

・ 鉄道についてはデータを購入しているが、個別に交通事業者から

直接入手しているものもある。 

・ 鉄道については、データ販売会社から全国分のデータを購入して

いるため、変換等の手間はバスに比べると少ない。 等 

バスのデータ 

・ バス停の位置情報の整備・更新については、バス事業者としては

対応が難しいとの意見が多い。現状ではコンテンツ・プロバイダ

にて整備しているケースが多い。 等 

出典）ヒアリング結果より三菱総合研究所作成 
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(エ)  持続的な運用に向けて情報提供者等に期待する事項 

① 交通環境情報基盤へのデータ提供・参加の可能性 

 表 4.10 に、交通環境情報基盤へのデータ提供・参加の可能性に関するコンテンツ・プロ

バイダからのヒアリング結果（主な意見）を整理した。 

 コンテンツ・プロバイダからはおおむね交通環境情報基盤に対して肯定的な意見が発せ

られた。バス事業者に負担を掛けず共通基盤をベースに交通データの加工を行うことで、将

来的なコンテンツ・プロバイダ側のコスト縮減を期待する意見があった。また、現状では交

通事業者のカバー率がコンテンツ・プロバイダ間の競争領域であるものの、MaaS の普及展

開に伴い新たなビジネス開拓が達成されれば、交通環境情報基盤を通じた交通基礎情報の

標準化（協調領域化）も進むとする前向きな意見もあった。 

 

表 4.10 「交通環境情報基盤へのデータ提供・参加の可能性」に関するヒアリング結果

（主な意見） 

 コンテンツ・プロバイダからの主な意見 

賛同 

・ コンテンツ・プロバイダの立場からは、現状、データ掲載対象の

交通事業者数が差別化要因になっている側面もあるが、今後、標

準化・共有化が進むことはコンテンツ・プロバイダにとってもメ

リットがあると考えられる。データのメンテナンスにはコンテン

ツ・プロバイダは多くのコストを費やしている。 

・ コンテンツ・プロバイダ各社が共通して実施しているデータ編

集・加工作業をバス事業者等に負担をかけないかたちで整備し共

通基盤を整備・活用するという考え方には賛成である。 等 

条件付き賛同 

・ 比較的混雑が少ない乗換駅を優先するなど、到着時刻順だけでな

く、移動がスムーズなルートを優先して案内することも考えられ

る。しかし、現状ではデータの公開が十分ではないため、国や地

方自治体あるいは交通事業者や施設管理者が主導しデータ整備

を進めることで、サービス提供が実現するベースができると考え

られる。また、コンテンツ・プロバイダとしてサービス提供をサ

ポートすることは可能である。 （再掲） 

・ コンテンツ・プロバイダ業界の協調領域の考え方はまだ議論がは

じまったばかりである。現状では全国の交通事業者のカバー率が

差別化要因のひとつとなっているが、今後、MaaS の普及展開に

よって新たなビジネス領域が見えてくるのであれば、データ収集

自体は協調領域でもよいという考え方になっていくことはあり

うる。 等 

出典）ヒアリング結果より三菱総合研究所作成 
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② 交通環境情報基盤へのデータ提供・参加上の留意点 

 表 4.11 に、交通環境情報基盤へのデータ提供・参加上する際に、コンテンツ・プロバイ

ダが留意すべきとしている点を整理している。留意点として、データ整備に伴う費用・収益

性の検討や継続的な運営体制の整備、データ提供元（交通事業者）との契約適正化、特に運

賃関係でのデータの正確性担保、障害者や子ども連れなどのユーザーの細かなニーズ対応、

情報拡充（混雑情報などの動的データ・鉄道やバス以外のモビリティ等）があげられた。 

 

表 4.11 「交通環境情報基盤へのデータ提供・参加上留意点」に関するヒアリング結果

（主な意見） 

 コンテンツ・プロバイダからの主な意見 

費用・ 

収益性・運営 

・ GTFS など標準形式のデータ整備については、継続的に更新でき

る仕組みをつくることが課題である。データ整備に係る補助金は

初期投資対応のみの場合が多い。 

・ オープンデータに対する懸念のひとつとして、データ提供の継続

性が必ずしも担保されないことがあげられる。コンテンツ・プロ

バイダとしては、契約等を結ぶことでデータ提供の継続性が担保

されることが重要である。安価であることはメリットでもある

が、妥当な価格設定であれば『有償のオープンデータ』という考

え方もありうると認識している。オープンであることとフリー

（無償）であることは必ずしもセットではない。 等 

契約適正化 
・ データ自体の所有権は交通事業者にあるためデータをオープン

にするためには事業者の承諾が必要となる。 等 

正確性担保 
・ データの精度確保も課題である。特に法人向けの経費関連のシス

テムではデータの正確性を重視している。（再掲） 等 

細かな 

ニーズ対応 

・ 空港アクセス案内で、検索条件の中に『車いす』『ベビーカー』

『キャリーケース』を設定したところ、施設内の誘導経路が大き

く異なることがわかった。（再掲） 等 

情報拡充 

・ 最近の京都は混みすぎていて路線バスも積み残しが発生してい

る。この状況をリアルタイムで取得できたらよいかもしれない。

現状では Twitter などで情報収集する人が多いようだが正確性に

疑問がある。（再掲） 

・ 動的データは現時点ではほとんど利用していないが、今後は

MaaS 対応などで必要になってくると考えている。（再掲） 

・ 京都においてオーバーツーリズムが課題であると認識している

のであれば、鉄道やバス以外のモビリティも含めて考えてもよい

のではないか。（再掲） 等 

出典）ヒアリング結果より三菱総合研究所作成 
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③ 交通環境情報基盤・MaaS 動向に関する意見等 

 その他表 4.12 に、MaaS 動向や交通環境情報基盤等への意見に関するヒアリング結果（主

な意見）を整理している。現在データ変換の手間を要しているバス事業者のデータに関して

も地方公共団体主導で GTFS 化が進行している点、コンテンツ・プロバイダのデータプラッ

トフォームを交通環境情報基盤に活用する可能性等に関して意見があった。 

 

表 4.12 「交通環境情報基盤・MaaS 動向に関する意見等等」に関するヒアリング結果

（主な意見） 

 コンテンツ・プロバイダからの主な意見 

MaaS 動向 

全般に関する意見 

・ バスのデータについては、これからはメンテナンスの段階と考

えている。最近ではコミュニティバスの情報を乗換案内に載せ

てほしいといった依頼もある。GTFS を使いこなせる事業者は

まだ少ないが、地方公共団体の予算で標準フォーマット化を行

おうとする動きもある。（再掲） 等 

本情報基盤・ 

京都での MaaS 

実装に関する意見 

・ 今回の実証事業で、コンテンツ・プロバイダが提供しているデ

ータプラットフォームを機能のひとつとして活用いただくと

いうこともあるかもしれない。 等 

出典）ヒアリング結果より三菱総合研究所作成 
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4.3 関連施策の動向や関係の確認、活用可能性の検討等 

 関連施策の動向や関係の確認、活用可能性の検討等を行った。 

4.3.1 関連施策の動向や関係の確認 

(1) ＳＩＰダイナミックマッププラットフォームに関する検討（内閣府） 

 戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）では、自動車の自動走行向けに整備され

てきた３次元地図基盤データを、複数の分野で活用するための検討を進めてきた。2018 年

に公開された「『戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）・自動走行システム』自動

走行システムの実現に向けた諸課題とその解決の方向性に関する調査・検討におけるダイ

ナミックマップの多用途利用に向けた実現可能性の調査検討」報告書では、道路計測・公共

測量、除雪支援、農業との連携等に関してユースケースの検討を行い、実証を実施してきた

ことが示されている。 

 

(2) 都市と地方の新たなモビリティサービスに関する検討（国土交通省） 

 国土交通省では都市や地方の抱える交通課題を新たなモビリティサービス（MaaS 等）で

解決すべく、「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」での検討で方向性の検討を

行ってきた。2019 年にはその中間とりまとめが公開され、「日本版 MaaS」実現のために MaaS

相互での連携推進、運賃の柔軟化・キャッシュレス化、まちづくり・インフラ整備との連携

等の論点がまとめられた。 

 

出典）http://www.sip-adus.go.jp/file/201s_s.pdf 

図 4.2 ダイナミックプラットフォームの活用に向けたユースケース検討 
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   出典）http://www.mlit.go.jp/common/001280181.pdf 

図 4.3 「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」中間とりまとめ概要 

 

(3) オープンデータに関する取組（総務省等） 

 総務省では 2012 年政府策定の「電子行政オープンデータ戦略」に基づき、政府・自治体

が公開するデータのオープンデータ化を推進している。一般社団法人オープン＆ビッグデ

ータ活用・地方創生推進機構は、公共機関が保有するデータのオープンデータ化、民間デー

タベースとの連携等、オープンデータ化推進に関わる普及・政策提言を行っている。また、

総務省行政管理局行政情報システム企画課が運営するデータベースサイト「data.go.jp」では、

各官庁の保有する行財政・運輸・観光・国土・人口等の幅広い情報を利用者に公開している。 
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   出典）https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/data_shishingaiyou.pdf 

図 4.4 オープンデータ基本方針の概要 

 

(4) データプラットフォームに関する取組（各府省庁） 

 各省庁では、それぞれが保有するデータのプラットフォーム化に対する対応策を検討し

たり、自らプラットフォームの作成を企図したりしている。 

 このうち経済産業省は平成 29 年、「データ流通プラットフォーム間の連携を実現するた

出典）http://www.mlit.go.jp/common/001274817.pdf 

図 4.6 国土交通データプラットフォームの検討例 

出典）https://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170428002/20170428002-2.pdf 

図 4.5 「データ流通プラットフォーム間の連携を実現するための基本的事項」の概要 
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めの基本的事項」を取りまとめた。この中ではデータ事業者が、利用者の容易なデータ取得・

データベース連携を可能にするために持つべきデータベースの要件を規定している。 

国土交通省では 2019 年現在、サイバー空間上で移動等の経済情報、気象情報等を融合さ

せて都市３次元モデル化等のシミュレーションを実施し、それを用いてリアル空間での情

報を解決する「国土交通データプラットフォーム」の検討が行われている。 

 

(5) G 空間情報センターの取組 

 総務省は、平成 25 年から G 空間プラットフォームに関しての検討を進めてきた。G 空間

プラットフォームでは、位置情報・衛星情報等の G 空間情報と ICT 技術の連携により、防

災システムの質的向上や地域活性化等のかたちで利用者の便益を図る。その一環として、平

成 28 年には一般財団法人社会基盤上違法流通推進協議会の基「G 空間情報センター」の運

用が開始された。 

 

 

(6) データ標準化に向けた各地域・事業者等の取組 

① 岡山都市圏の取組 

 岡山都市圏では、複数のバス事業者により GTFS 化の取組が進められている。 

 このうち宇野バスに対しては、Sujiya System がバスロケ―ションシステム「バスまだ？」

を開発し提供。また、株式会社リオスは、交通情報に基づくコンサルティングを行う株

出典）http://www.soumu.go.jp/main_content/000390992.pdf 

図 4.7 G 空間情報センターの概要 
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式会社トラフィックブレインの支援の下、両備バス・岡電バス・中鉄バス等に対するバ

スロケ―ションシステム「Bus-Vision」を提供している。株式会社トラフィックブレイン

が支援する開発では積極的に静的データ・動的データの GTFS 化が図られており、自治

体主導ではなく、意欲的なバス事業者自身が主導的に投資を行って開発を行っている。 

 

   出典）TrafficBrain「全国の地域バスロケ統合状況」 

      http://t-brain.jp/project/uik-bus/regional_bus_loc/（2019 年８月 7 日取得） 

 

② 神戸市の取組 

神戸市は「Urban Innovation Kobe」2018 年事業で、バスロケの地域統合を意図した実証

実験を行った。Urban Innovation Kobe は、「社会・地域課題をスタートアップ・ベンチャ

ー企業と市職員が協働して解決する」地域課題解決プロジェクトである。同事業は前述

の株式会社トラフィックブレインの他、東京大学生産技術研究所助教・伊藤昌毅氏、Sujiya 

Systems・高野孝一氏との共同提案として提案され、採択後の事業を通じ、神戸市内の事

業者でバスロケのデータ方式を GTFS に統一することが合意された。 

なお、2018 年 7 月 28 日、トラフィックブレイン社が主催し「バスロケ世直し隊決起

集会」が開催された。同社の他、国際興業、ヴァル研究所等による講演が行われ、国際

興業からは、バスロケ情報のためのデータ整備でジョルダンと提携する旨の発表がなさ

れた。 

表 4.13 全国の地域バスロケ統合状況 
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出典）神戸市「過去のプロジェクト | Urban Innovation Kobe」http://urban-

innovation-kobe.com/past/（2019 年 8 月 7 日取得） 

図 4.8 神戸市における地域統合バスロケの整備実証実験成果 
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5 サービス検討・評価スキームの検討 

 今回検討した交通情報基盤をベースとしつつ、特にサービス提供（OUTPUT）について、

民間のアイデア、リソース等を活用したサービスの開発・評価のスキームの検討を行った。

また、調査結果を基に、本事業の趣旨と適合したサービス開発・評価のスキーム案の作成を

行った。 

 なお、事例調査・スキームの検討は、表 5.1 に示す確認・整理項目に従って実施した。 

 

表 5.1 事例調査での確認・整理項目 

確認・整理項目 細目 

実施概要・募集要項 
主催者・実施体制 / 募集内容 / 実施方法・期間 

審査基準 / 知的財産権の扱い 等 

データの整備・公開 
データ提供元 / データの内容 / 整備・公開方法 

利用規約 / 費用負担 等 

参加者への 

インセンティブ付与 
賞・賞金 / 事前イベント / 技術支援・メンタリング 等 

審査・表彰 書類審査 / 最終審査 / 審査体制 等 

コンテスト後の 

継続支援 
コンテスト完了型 / 自主展開型 / 継続支援型 / 事業取込型 等 

出典）三菱総合研究所作成 

 

5.1 民間のアイデアやリソースを活用したサービス開発・評価のスキーム検

討 

コンテストやハッカソン等の手法によりサービス開発・評価を行っている取組事例のう

ち、表 5.2 に示した 10 の事例に関して情報収集・整理を行った。これらの事例には、本事

例のような交通情報に関するコンテストだけでなく、地方自治体情報、SNS、ビジネスアイ

デア等、他分野を含めたコンテスト等も含まれている。 

 以下に、調査対象事例を基に得られた、サービス開発・評価スキームの知見を整理して示

す。なお、調査対象事例のコンテスト等の基本情報は表 5.10～表 5.19 に示している。 
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出典）各種資料より三菱総合研究所作成 

 

5.1.1 調査対象事例における実施概要・募集要項 

(1) 主催者 

主催者としては、政府各府省、市区町村、研究機関、民間企業、業界団体等さまざまな団

体が実施している。主催者はコンテストの募集、審査、賞金の拠出をはじめ、コンテストに

関わるオープンデータの整備、コンテスト後の事業化支援等を実施している（事業化支援に

関しては 5.1.5 節参照）。 

 

(2) 実施体制 

共催・協賛は、民間スポンサー、官公庁、業界団体、大学等が多い。共催・協賛企業は、

コンテストのテーマ設定、専門知識に関するメンタリング、審査、賞金の拠出、コンテスト

後の事業化支援等、コンテストの各局面で主催者の支援を実施している。 

協力団体は、コンサルティング会社、事業会社、金融機関、情報系企業、市区町村等が多

い。コンテストに関わるデータ・API の提供、応募者への技術・ツールの提供、応募者への

専門知識に関するメンタリング、審査等を実施している。 

 

(3) 募集内容 

 募集内容の詳細（応募者に求める成果、コンテストで用いるインプットデータ等）は各コ

ンテストで異なる。これらを踏まえ、応募内容として決定すべき論点を整理すると以下のよ

うになる。 

 

表 5.2 本調査で情報収集・整理を行ったコンテスト等 
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表 5.3 応募内容として決定すべき項目・論点の整理 

決定すべき項目・論点 取りうる選択肢 

応募者への要求成果 

企画書の作成のみ 

アプリの作成 

アプリの作成と、それを基にしたアイデアの提案 

作成するアプリ 

スマートフォンアプリ（Google Play、App Store 等） 

WEB アプリ 

SNS の Bot（LINE Bot 等） 

課題の具体性 

特に設定せず 

テーマのみ設定（「スポーツに関連した提案」等） 

課題を具体的に設定（「血圧計測を習慣化するアプリ」等） 

インプットデータ 

インプットデータを限定（e-Stat、RESAS 等） 

インプットデータを限定した上で、他データベースとの組合

せを要件化 

インプットデータを限定した上で、他データベースとの組合

せを許可 

利用者の想定 
想定（主催団体のエンドユーザー等） 

想定せず 

出典）三菱総合研究所作成 

 

(4) 実施方法・期間 

各コンテストの作品募集・審査スケジュールを表 5.4 に整理した。ここでは、応募受付開

始日を 0 日として、コンテストに関するデータ・関連情報公開から応募受付、審査、結果発

表までの日数を整理している。 

コンテストの関連情報データ・情報は、応募受付開始日の約 40 日前～応募受付開始日ま

でに公開されている。作品受付締切は、応募受付開始日の約 60～90 日後に設定されている

ことが多い。なお、コンテスト応募受付締切を作品受付締切と別日に設定し、作品受付締切

を応募受付締切の約 30 日後に設定している事例もある。最終結果発表は、応募受付開始日

の約 100～160 日後（応募受付締切日の約 30 日～100 日後）に設定されている事例が多い。 
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表 5.4 各コンテストの審査スケジュール 

 

応募受付開始からの

日数 [日] 

データ・ 

情報公開 

応募 

受付開始 

作品 

受付締切 

１次 

選抜 

最終 

選抜 

最終結果 

発表 

宇宙ビジネス 

アイデアコンテスト 

S-Booster 

- (0) 32 45 136 136 

AI ビジネス 

創出アイデア 

コンテスト 

- (0) 61 69 102 102 

STAT DASH 

グランプリ 
0 (0) 64 - 81 111 

小さな村ビジ 

ネスアイディア 

コンテスト 

- (0) 60 - 119 119 

東京メトロ 

オープンデータ 

活用コンテスト 

-24 (0) 66 - - 161 

データビジネス 

創造コンテスト 
- (0) 34 56 117 117 

東京公共交通 

オープンデータ 

チャレンジ 

0 (0) 98 - 159 159 

RESASアプリ 

コンテスト 
- (0) 61 83 99 99 

東京都オープン 

データアプリ 

コンテスト 

-39 (0) 88 113 122 122 

LINE BOT 

AWARDS 
-20 (0) 70 - 101 101 

出典）各種資料より三菱総合研究所作成 
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(5) 審査基準 

 審査基準が明示されているコンテスト等事例の中で、審査基準としてあげられている要

素のうち「実現性・完成度」が最も多い（4/10）。ついで「与えられたデータ・API の活用度」

「革新性・独創性」「発展性・将来性」「社会性・地域活性度」「プレゼンテーションの質・

デザイン性」（3/10）、「収益性」「ユーザー視点」（2/10）が多い。 

 

(6) 知的財産権 

応募作品に関する知的財産権に関して明示されている事例のうち、多くの事例で応募者

への留保を認めている（4/5）。ただし、応募者に知的財産権を留保する場合でも、応募規約

に「応募提案の実現に関して、主催者が応募者と契約締結できる」「応募者が主催者の応募

作品利用を許諾する」等の付帯事項を規定している例もある。 

 

5.1.2 調査対象事例におけるデータの整備・公開 

 調査対象事例における、コンテスト等で使用するデータの整備・公開の手法に関して表 

5.5 で整理を行った。ここに示した通り、整備・公開に関する対応は大きく２パターンに分

かれる。 

 第１の手法は、データをコンテスト限定のデータとして提供する事例である（「東京公共

交通オープンデータチャレンジ」「東京メトロ オープンデータ活用コンテスト」等）。コン

テスト等で使用するデータの入手方法として、地方自治体・事業者にデータ提供を依頼、あ

るいは主催・協賛の未公開データベースを活用し、コンテスト参加者に提供している。こう

したデータベースは、本来外部提供が想定されていないデータである。したがって、データ

を利用するコンテスト参加者に対して、利用規約によって利用条件等の制約を与えている

（表 5.6 参照）。また、元来のローデータには、コンテスト参加者の利用に適した API 等が

整備されていない場合が多いため、コンテストの際には整備が別途必要となる。 

 

 第２の手法は、コンテスト以前から整備済のデータベースを活用する方法である（「STAT 

DASH グランプリ」「RESAS アプリコンテスト」等）。これらのコンテストでは、e-Stat、

RESAS 等、コンテスト以前から既に整備・公開されているデータベースを活用している。 
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表 5.5 調査対象事例におけるデータの整備・公開に関する対応パターン 

確認項目 調査対象事例における対応パターン 

データ提供元 

地方自治体・事業者にデータ提供を

依頼、あるいは主催・協賛の未公開

データベースを活用 

コンテスト以前から整備済の

データベースを活用 

データの内容 
クローズドデータ（利用規約で制約

条件を課した上で提供） 
公開済のオープンデータ 

整備・ 

公開方法 

事業者から提供されたローデータ

を API で取得可能にした上でコン

テスト参加者に提供。 

API 整備済のオープンデータ

の場合は、そのままコンテス

ト用データとして公開。 

利用規約 

「営利目的利用の禁止」「目的外利

用の禁止」「第三者提供の禁止」等の

制約条件を規定。 

「違反時の法的措置」「データ提供

の中止」等の罰則規定。 

- 

費用負担 （公開資料からは不明） 

出典）各種資料より三菱総合研究所作成 

 

表 5.6 「東京公共交通オープンデータチャレンジ」における 

開発者のデータ仕様に係る各種権利等の制限 

項目 規約（抜粋） 

目的外利用・営利

目的利用の禁止 

「開発者は、本チャレンジのために実施主体が用意した本データ

を、本チャレンジへの応募作品の開発、執筆及び当該応募作品に当

該本データを利用すること以外の目的で使用してはならない」 

「開発者は、営利目的で本データを利用することはできません」 

第三者提供の禁止 
「開発者は、本チャレンジのために実施主体が用意した本データ

を、有償または無償にかかわらず、第三者に提供してはならない」 

違反時の法的措置 

「開発者によるこれらの行為が判明した場合、主催者は当該開発者

に対する当該本データの提供を中止するとともに、当該開発者に対

して法的措置を講ずることがある」 

知的財産権の扱い 

「応募作品の知的財産権等は、応募者に帰属」 

「本センターおよび開発者の共有となる発明等およびこれに係る

知的財産権等については、別途協議の上実施の詳細を定める」 

出典）以下の資料より三菱総合研究所作成 

公共交通オープンデータ協議会「東京公共交通オープンデータチャレンジ」

https://tokyochallenge.odpt.org/2017/index.html（2019 年 7 月 8 日取得） 
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5.1.3 調査対象事例における参加者へのインセンティブ 

(1) 賞または賞金 

調査対象事例では、表彰数は約 5～15 を設け、その中で「最優秀賞」を設定するものが多

い（表 5.2 参照）。 

また、調査した既往事例で応募総数が明らかなものを対象に賞金総額と応募総数の関係性

を整理すると（図 5.1）、両者にはある程度の相関が認められる。賞金総額を増加させた場

合、ある程度の応募件数の増加が期待できる。ただし、「RESAS アプリコンテスト」の事例

では賞金拠出がないにも関わらず、一定の応募を確保している。同コンテストでは後述する

ように RESAS ハッカソン等の事前イベントを実施しており、こうした取組が応募件数の増

加に貢献する可能性がある。 

 

 

(2) 事前イベント 

 調査事例のうちアプリ開発を応募要件としたコンテスト等では、実際のコンテスト（メイ

ンコンテスト）の事前イベントとして、ハッカソン・アイデアソン等を実施することで応募

数増加を図る事例が多い（3/6）。 

 このうち「RESAS アプリコンテスト」「LINE BOOT AWARDS」の事例では、ハッカソン

を事前イベントとして実施している。ハッカソンでは、メインコンテストと同様の課題設定

で、１日～２日でのアプリ開発イベントを実施し、完成作品はメインコンテストにも応募可

0
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1,200

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

応
募

件
数

[件
]

賞金総額 [万円]

①「RESAS アプリコンテスト」②「AI ビジネス創出アイデアコンテスト」 

③「東京メトロ オープンデータ活用コンテスト」④「小さな村ビジネスアイディアコンテスト」 

⑤「宇宙ビジネスアイデアコンテスト S-Booster」⑥「LINE BOOT AWARDS」 

出典）各種資料より三菱総合研究所作成 

図 5.1 調査事例における賞金総額と応募件数の関係性 

①  

②  

③  

④  

⑤  

⑥  
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能としている。「RESAS アプリコンテスト」では表 5.7 に示した通り、メインコンテストの

応募期間中に、conpass 等のイベント募集サイトで募集の上、全国 9 か所で事前イベント

（「RESAS ハッカソン」）を実施している。事前イベントには総勢 152 名が参加している。 

 「東京都オープンデータアプリコンテスト」では、事前イベントとしてアイデアソンが実

施された。この事前イベント（「東京都オープンデータ アイデアソンキャラバン 2018」）

はメインイベント募集の約１か月前に実施され、「スポーツ」というテーマ設定の上でオー

プンデータをした行政・地域の課題解決策を、IT 知識不問の参加者を交えて事前に議論す

る場を設けた。メインコンテストではアプリ制作にあたって、アイデアソンで提案されたア

イデアの使用を要件化している。 

 

表 5.7 「RESAS アプリコンテスト」における事前イベント実施状況と参加件数 

イベント名 
日時 

（全て 2017年） 
参加件数/人数 

第２回 RESAS 

アプリコンテスト 

（メインコンテスト） 

募集期間 10 月 20 日～12 月 20 日 319 件 

RESAS ハッカソン

（事前イベント） 

北海道 10 月 28～29 日 12 名 

岩手 11 月４～5 日 9 名 

東京 11 月 18～19 日 26 名 

岐阜 11 月 23 日、12 月２～3 日 18 名 

名古屋 11 月 18～19 日 9 名 

京都 12 月 9～10 日 37 名 

鳥取 11 月４～5 日 21 名 

高松 11 月 11～12 日 12 名 

福岡 11 月 25～26 日 8 名 

合計 152 名 

出典）以下の資料より三菱総合研究所作成。 

内閣府「RESAS ハッカソン」https://opendata.resas-

portal.go.jp/contest2nd/hackathon/index.html（2019 年 7 月 8 日取得） 

 

(3) 技術支援・メンタリング 

「LINE BOOT AWARDS」「データビジネス創造コンテスト」の事例では、コンテスト参加

者を対象に、後援・協力企業による技術・ツールの提供が行われている。このうち「LINE 

BOT AWARDS」では、「インフラ提供」「技術協力」「API 提供」などのパートナー企業がコ

ンテスト参加者に対し、各種技術支援を行っている。たとえば Jetrun テクノロジは、会話の

内容から意図を汲み取ったりタスクの判定を行ったりできる「パーソナライズ機能」を搭載
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するチャットボットプラットフォーム「TrueTALK」などの技術を、第１回「LINE BOT 

AWARDS」へ技術を提供している。 

また、「宇宙ビジネスアイデアコンテスト S-Booster」「AI ビジネス創出アイデアコンテス

ト」「LINE BOOT AWARDS」の事例では、コンテスト参加者（主にファイナリスト）を対象

に、後援・協力企業による専門技術・プレゼンテーション等のメンタリングが行われている。

このうち「AI ビジネス創出アイデアコンテスト」では、最終審査に参加するコンテスト参

加者を対象にして、主催者の産業技術総合研究所 人工知能研究センター 人工知能技術

コンソーシアム（AITC）の役員によるアドバイスの機会（事前トレーニング）が提供され

ている。 

5.1.4 調査対象事例における審査・表彰 

(1) 書類審査 

調査事例のうちアプリ開発が要件化されているコンテストでは、応募時に「アプリ本体の

公開」「アプリのマニュアル・ドキュメントの提出」を要件化している事例が多い。また、

「東京都オープンデータアプリコンテスト」の事例では、アプリの利用方法を説明する動画

の提出も要件化している。提出するアプリの形態は、スマートフォン上のアプリ（Google Play, 

App Store 等）、WEB アプリ、SNS の Bot（LINE Bot 等）などコンテストにより異なる。 

なお、書類審査で App Store への掲載を要件化する場合には、審査期間をスケジュールの

上で配慮する必要がある。参考までに、App Store では、現在審査の開始から App Store での

配信まで２～3 日必要と推測。Google Play の場合審査はなく、Google Play への反映に必要

な時間は数時間と推測される（表 5.8）。 

出典）Jetrun テクノロジ「自然対話 AI プラットフォーム『STEER AI』」

https://www.textmining.jp/curation/truetalk_lp.html（2019 年 7 月 12 日取得） 

図 5.2  「LINE BOOT AWARDS」における、 

コンテスト参加者に提供された TrueTALK の会話パーソナライズ技術 
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表 5.8 各プラットフォームでのアプリの審査期間 

プラットフォーム 情報 

App Store 

（Apple） 

「審査に要する時間は App によって異なる場合があります。平均す

ると、App の審査は 50%が 24 時間以内に、90%以上が 48 時間以内

に完了しています。提出した内容に不備がある場合は、審査に要す

る時間が長くなるか、App が却下されることがあります」1 

「App が承認されてから App Store で配信されるまで、最大 24 時間

かかることがあります」2 

（参考）「以前は審査開始までに５~10 日程度かかりましたが 2016

年 5 月から平均審査時間が 48 時間に短縮すると正式に公表されま

した」3 

Google Play 

（Google） 

「アプリやアップデートを最近公開した場合は、Google Play に変更

内容が反映されるまでに数時間かかることがあります」4 

「Google Play に公開することにより、Google Play プログラム ポリ

シーとデベロッパー販売 / 配布契約に準拠することに同意したも

のと見なされます。Google にはアプリやデベロッパー アカウント

の停止前に警告をお客様に送信する義務はありません」5 

出典）以下の資料より三菱総合研究所作成 

1 Apple「App Review」https://developer.apple.com/jp/app-store/review/（2019 年 7 月 9 日取得） 

2 Apple「App の公開の概要 - App Store Connect ヘルプ」https://help.apple.com/app-store-

connect/#/dev34e9bbb5a（2019 年 7 月 9 日取得） 

3 @gbmr「iOS の審査に関するまとめ」（Qiita）https://qiita.com/gbmr/items/e60b024b98d08bdc1bee（2018 年

3 月 25 日、2019 年 7 月 9 日取得） 

4 Google「公開に関する問題 – Google Console ヘルプ」https://support.google.com/googleplay/android-

developer/answer/9061737（2019 年 7 月 9 日取得） 

5 Google「アプリが Google Play から削除された」https://support.google.com/googleplay/android-

developer/answer/2477981?hl=ja（2019 年 7 月 9 日取得） 

 

(2) 最終審査 

多くの調査事例で、ファイナリストに対するプレゼンテーション・面接が設定されている

（8/10）。うち 5 事例では、最終審査と同じ日に選考結果が発表されている。 

また、「データビジネス創造」の事例では、最終審査の事前に、プレゼンテーションに用

いるデータ分析結果の提出が要求されている。 
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(3) 審査員 

多くの調査事例で、審査員が主催・協賛・協力団体の内外から招聘されている（8/10）。

「STAT DASH グランプリ」「RESAS アプリコンテスト」「東京都オープンデータアプリコン

テスト」の事例では審査員は外部団体からのみで構成されており、「東京公共交通オープン

データチャレンジ」では主催団体からのみで構成されている。 

また、「東京都オープンデータアプリコンテスト」の事例では、最終審査会の来場者の投

票も選考に反映されている。 

5.1.5 調査対象事例におけるコンテスト後の展開 

コンテストの成果を活用した事業展開については、応募者自らの取組による「応募者自主

展開型」、主催者が資金面・体制面等で支援を行う「継続支援型」、主催者等の事業に組み込

む「主催者事業取込型」等に分類される。 

 

表 5.9 調査対象事例におけるコンテスト後の展開パターン 

パターン コンテスト終了後の展開例 

コンテスト完了型 
提案者のアイデアやアプリケーションが実際の事業には進展し

ていない。 

応募者自主展開型 提案者が自力で事業主体を創設するなどして事業を展開。 

継続支援型 

コンテスト主催者が、資金面・体制面等で提案者の活動を支援し、

事業展開。 

 例）応募者と協賛団体との共同研究・提携の斡旋 
    主催者の WG 等への応募者の参画機会の提供 
    応募者による推進体制（法人）設立支援 
    主催者によるモデル事業化・事業費助成 等 

主催者事業取込型 主催者等が応募者の提案内容を引き取り事業に組み込んで展開。 

出典）三菱総合研究所作成 

 

(1) コンテスト完了型 

 提案者のアイデアやアプリケーションがコンテスト等の提案で完結し、実際の事業に進

展していない事例。表 5.2 に示した通り、多くのコンテストで受賞事例がこの類型に分類さ

れる。 

 

(2) 応募者自主展開型 

コンテスト等での表彰後主催者からの支援等はないものの、提案者が自力で事業主体を

創設するなどして事業を展開している事例。 

応募者自主展開型の例として、「宇宙ビジネスアイデアコンテスト S-Booster」での提案
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「嗅ぎ注射器」をあげる。応募者は 2010 年頃、ガス吸引による麻酔器を発案し、自力で開

発を進めていた。2017 年に S-Booster に応募。S-Booster の主催者は協力企業等にメンターを

依頼し、書類審査を通過した応募者に対して事業化の指導を行った。最終審査の結果、石応

募者は ANA ホールディング賞（賞金 100 万円）を授与した。コンテスト以降、主催者から

石北氏への特別な支援は確認されていない。一方で、応募者は個人事業として Stony を立ち

上げ、コンテスト後も嗅ぎ注射器の研究開発・社会実装を独自に進めている。 

 

 

 

(3) 継続支援型 

 コンテスト主催者が受賞者に対して、コンテスト後資金面・体制面等で提案者の活動を支

援し、事業展開する事例。この類型は継続支援の内容を基に、さらに３類型に分類される。 

   出典）各種資料より三菱総合研究所作成 

図 5.3 「宇宙ビジネスアイデアコンテスト S-Booster」における 

コンテスト後の継続支援 
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①  応募者と協賛団体との共同研究・提携の斡旋 

 例として、「宇宙ビジネスアイデア S-Booster」の「人工衛星データによる飛行経路最適化」

をあげる。応募者は ANA（S-Booster の主催の一員）で最適飛行経路等をパイロットに提案

する業務に携わっており、人工衛星データから燃料削減が可能ではないかと思いついた。

2017 年、S-Booster に応募。主催者は JAXA 研究開発部門社員をメンターとして事業化指導

を行った。最終審査の結果、応募者に大賞・スポンサー賞（賞金計 400 万円）が授与される。

コンテスト後、受賞者は JAXA の官民共同プログラム（J-SPARC）の枠組を活用し、ANA と

JAXA の共同研究としてシミュレーションの精緻化、収益性の検討を進めている。 

 

② 主催者のワーキンググループ（WG）等への応募者の参画機会の提供 

 例として、「AI ビジネス創出アイデアコンテスト」のアイリス株式会社をあげる。同社は

2017 年の「AI ビジネス創出アイデアコンテスト」で、同社は「咽頭画像の深層学習による

診断機器開発」を提案し、人工知能技術コンソーシアム（AITC）会長賞が授与された。そ

の副賞として、同社は AITC の 2018 年度 WG 設置権（活動費付き）を獲得。コンテスト後

実際に AITC・医用画像 WG で、疾病予防に有益な知見を得るために咽頭などの画像に対す

るデータベースの統一化する活動に寄与している。 

出典）J-SPARC「プログラム概要」http://aerospacebiz.jaxa.jp/solution/j-sparc/outline/（2019 年

7 月 8 日取得） 

図 5.4 JAXA の官民共同プログラム（J-SPARC）の実施体制 
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③ 応募者による推進体制（法人）設立支援 

例として、「小さな村ビジネスアイディアコンテスト」の例をあげる。同コンテストで応

募者は、主催者である丹波山村にヘルスケアビジネスを根付かせ、対外 PR を行うことで村

への来訪者を増やす提案を実施。主催者は応募者に最優秀賞（賞金 10 万円・モデル事業の

ための助成 300 万円）を授与した。コンテスト後、受賞者は、丹波山村の「地域おこし協力

隊」協力隊員として採用された上、同村の一般社団法人「田舎のチカラ」代表理事として、

定期来成者育成等の活動を行っている。 

 

出典）各種資料より三菱総合研究所作成 

図 5.5 「AI ビジネス創出アイデアコンテスト」における 

コンテスト後の継続支援 

出典）各種資料より三菱総合研究所作成 

図 5.6 「小さな村ビジネスアイディアコンテスト」における 

コンテスト後の継続支援 
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(4) 主催者事業組込型 

例として、「東京メトロ オープンデータ活用コンテスト」における株式会社エムティー

アイ「遅延予報」の事例をあげる。同コンテストで、主催者の東京メトロは、電車の在線位

置を表示し、遅延時間を推測して表示したアプリ「遅延予報」に対し優秀賞（賞金 50 万円）

を授与した。それ以降、エムティーアイ側でアプリのバージョンアップや事業拡大に関する

情報は確認されていない。一方で、主催者は同路線の位置情報が参照できるアプリ「東京メ

トロアプリ」の 2016 年のバージョンアップの際、「遅延予報」のアイデアと同様の電車の走

行位置表示機能を、自ら実装した。 

  

 

 

  

出典）東京メトロ「オープンデータ活用コンテスト 結果発表」

http://awards.tokyometroapp.jp/（2019 年 7 月 4 日取得） 

 

図 5.7 「東京メトロ オープンデータ活用コンテスト」で優秀賞を授与された 

株式会社エムティーアイ「遅延予報」（2014） 

出典）東京メトロ「『東京メトロアプリ』に新機能が登場！－鉄道情報を充実させるバー

ジョンアップを実施します－」。

https://www.tokyometro.jp/news/images_h/metroNews20160322_21.pdf 2016 年 3 月 22 日

（2019 年 7 月 4 日取得） 

図 5.8 バージョンアップ公開された「東京メトロアプリ」（2016） 
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5.1.6 （参考）調査対象コンテスト等の基本情報 

(1) 宇宙ビジネスアイデアコンテスト S-Booster 

 

  

表 5.10 基本情報（宇宙ビジネスアイデアコンテスト S-Booster） 
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(2) AI ビジネス創出アイデアコンテスト 

 

  表 5.11 基本情報（AI ビジネス創出アイデアコンテスト） 
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(3) STAT DASH グランプリ 

 

  
表 5.12 基本情報（STAT DASH グランプリ） 
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(4) 小さな村ビジネスアイディアコンテスト 

 

  

表 5.13 基本情報（小さな村ビジネスアイディアコンテスト） 
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(5) 東京メトロ オープンデータ活用コンテスト 

 

  

表 5.14 基本情報（東京メトロ オープンデータ活用コンテスト） 
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(6) データビジネス創造コンテスト 

 

  

表 5.15 基本情報（データビジネス創造コンテスト） 
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(7) 東京公共交通オープンデータチャレンジ 

 

  

表 5.16 基本情報（東京公共交通オープンデータチャレンジ） 
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(8) RESAS アプリコンテスト 

 

  

表 5.17 基本情報（RESAS アプリコンテスト） 
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(9) 東京都オープンデータアプリコンテスト 

 

  

表 5.18 基本情報（東京都オープンデータアプリコンテスト） 

76



 

 

(10) LINE BOOT AWARDS 

 

  

表 5.19 基本情報（LINE BOOT AWARDS） 
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5.2 サービス開発・評価のスキーム案 

 前項の事例調査を踏まえつつ、将来的な持続的運用への展開も見据えて、サービス開発・

評価のためのスキームについて２パターン程度を案出する。提案するスキームを表 5.20 に

示す。 

表 5.20 本事業のコンテスト等として提案するスキーム 

整理項目 細目 提案するスキーム 

実施概要・ 

募集要項 

主催者・ 

応募体制 

内閣府ＳＩＰが主催、NEDO が事業管理、各事業者・

京都市にデータ提供の協力。 

応募内容 
実証実験用システムを活用した、京都市で利用が可能

なアプリの開発・試行運用。 

実施方法・ 

期間 

「アプリの応募」「実証実験」「受賞者への継続展開の

支援」。 

審査基準 
「要件満足度」「ユーザー視点」「データ提供者へのフ

ィードバック」「社会的意義」等。 

知的財産権 
主催者との交渉可能性等留保した上で、応募者への帰

属を認める。 

データの 

整備・公開 

データ基盤の 

整備・公開 

統一された情報取得 API で取得可能な状態で提供す

る。 

データの 

利用規約 

「目的外・営利利用禁止」「第三者提供禁止」等の規約

同意者・審査通過者にのみ、本データベースへのアク

セス権を認める。 

参加者への 

インセン 

ティブ付与 

賞・賞金 
賞を５～10 程度設定。協賛企業からの支援が得られる

場合、賞金の贈与もあれば望ましい。 

事前 

イベント 

システムの一部（プレデータベース）を提供し、規約

同意者が参加できるハッカソン等。 

技術支援・ 

メンタリング 
協賛・協力企業を介したコンテスト参加者への支援。 

審査・表彰 

書類審査 
「アプリ」「アプリのマニュアル・ドキュメント・説明

動画」を要件化。 

実証試行・ 

最終審査 

実証実験を踏まえた、データ提供者への分析結果のフ

ィードバックも要件化。 

審査員 
審査員（産学官）による評価、実証実験でユーザーの

反応収集。 

コンテスト 

後の 

継続支援 

以下のいずれか・複数から検討。 

応募者自主 

展開促進 

コンテスト時に技術協力を手厚くし、自主展開型を促

す。 

ソリューション 

継続研究・ 

アプリ開発実装 

協力企業と継続的な研究開発を実施。 

内閣府の 

助成事業化 
資金面の助成・WG 参加支援等の実施。 

出典）三菱総合研究所作成 
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5.2.1 今回事業におけるコンテスト開催スキーム案 

(1) 主催者・実施体制 

提案するコンテスト開催スキームを出典）三菱総合研究所作成 

図 5.9 に示す。内閣府ＳＩＰが主催、NEDO が事業管理、本事業受託者が実施する。ま

た、実証実験の舞台となる京都市役所、交通事業者（鉄道、バス）、物流事業者（宅配事業

者等）にデータ提供の協力を依頼。IT 事業者・経路探索サービス事業者・大学研究機関等に

協賛・技術協力・審査等を依頼する。 

 

 

(2) 募集内容 

 コンテスト参加者からの募集内容は、実証実験用システムに搭載されるデータ及び API

を活用し、京都市域で利用が可能なアプリケーションの開発及び試行運用とする。 

 コンテストの主たる部門は、「アプリを開発した上で、『実証実験を通したデータ提供者へ

のフィードバック』あるいは『アプリを用いた事業の提案』」。実施期間に応じ、データ活用

アイデアのみを募集する部門も検討する。作成するアプリはスマートフォン上のアプリと

して、プラットフォーム（App Store,、Google Play 等）や WEB アプリ、SNS の Bot（LINE 

Bot 等）等へ公開することを想定する。コンテスト参加者はユースケースに基づいた課題設

定（京都市内における観光と居住、人流と物流の輻輳の解決等）を基に、これらの課題を解

決するアプリ開発を行う。ただし、その課題設定以外での募集も可とする。 

 アプリで用いるインプットデータとしては、証実験用システムに搭載されるデータ・API

出典）三菱総合研究所作成 

図 5.9 今回事業におけるコンテスト開催スキーム案 
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を要件化しつつ、それに限定しない。ユーザーの利用者の想定として、観光客（国外、高齢

者、障がい者含む）、地域住民（高齢者、障がい者含む）、行政・交通事業者、のいずれかか

ら選択する。 

 

(3) 実施方法・期間 

 5.2.2 節で後述する。 

 

(4) 審査基準 

本事業の主目的（交通環境情報基盤の整備・活用）を踏まえ、以下の審査基準が想定され

る。 

・ コンテスト要件の満足度（データ活用度・完成度） 

・ ユーザーの視点からの利便性・有用性 

・ データ提供者へのフィードバック 

・ 京都市における地域・社会的な意義 等。 

 

(5) 知的財産権 

既往事例を踏襲し、応募作品に係る知的財産権は、参加者に留保する。その際、応募提案

の実現に関して主催者が応募者と別途契約を締結できる、応募者が主催者の応募作品利用

を許諾する等の条件を別途設定する。 

 

 

5.2.2 今回事業におけるコンテストスケジュール案 

コンテスト規約に同意したコンテスト参加者は、交通環境情報基盤を用いてアプリの開

発を実施する。コンテストの受賞者に対して継続展開の支援を実施し、情報基盤・アプリの

本格展開を促す。 

 

① 実施要領・参加規約の策定（９月～10 月初旬） 

 本予備調査を踏まえ、アプリコンテストの実施要領・参加規約の策定を行う。実施要領・

参加規約の策定にあたっては、データ提供元となる交通・物流・施設事業者に協力依頼を行

い、データ提供に関わる条件を明確化する。 

 実施要領・参加規約が策定され次第、事業者から最終的な許諾を得た上で、提供データ取

得のための API を開発する等、交通環境情報基盤の整備を進める。なお、③で述べるよう

に、参加者増加策としての事前イベントに用いるため、提供する情報を一部に限った「プレ

データベース」、全ての情報を提供する「本データベース」の２段階に分けて整備を行う。

プレデータベースでは、早いうちに許諾を得られた事業者のデータ、早いうちに実装が完了

したAPIを提供し、本データベースはプレデータベースの公開と並行して開発を継続する。 
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② 実施要領・参加規約の公開（11 月上旬） 

 データ提供元から実施要領・参加規約の同意が得られ次第、確定した規約を公開しコンテ

スト参加者のエントリーを募る。0 節で述べるように、コンテスト参加者に対してプレデー

タベース利用の利用許諾を得る。 

 

③ プレデータベース公開・プレイベントの実施（12 月上旬～中旬） 

 プレデータベースの利用規約に許諾したコンテスト参加者に対して、プレデータベース

を公開しアプリの開発を開始してもらう。また、コンテスト参加者の増加策として、プレデ

ータベースを活用した事前イベント（1day/2days ハッカソン等）を実施する。 

 

④ 本データベース公開・作品応募開始（12 月下旬） 

 交通環境情報基盤の全データにアクセスできる、本データベースを公開する。本データベ

ースには、プレデータベースに加え更なる制約事項を加えた利用規約に同意したコンテス

ト参加者のみに公開する。 

 本データベースの公開と同時に、作品応募を開始する。応募の際には 5.2.5 節で述べる書

類等の提出を要件化する。 

 

⑤ 作品応募締切（２月上旬） 

 コンテストの作品応募を終了する。実証試行までの期間は、本データベースの公開を停止

する。また、作品応募締切と同時に審査員（産学官）による評価審査を開始する。 

 

⑥ 実証試行（２月中旬） 

 審査の一環として、地域住民、旅行者、行政・交通事業者（想定ユーザー）を対象として、

応募作品の利便性・有用性を評価してもらう実証実験を実施する。実証実験では、応募作品

（Google Play・App Store 等からダウンロード可能）を想定ユーザーに利用してもらった上

で、審査項目に従ってアプリの評価をしてもらう。実証試行期間中には、再び本データベー

スの提供を行う。 

 また、コンテスト参加者には、実証試行で得られたデータを元に、データ提供元（交通事

業者等）の今後の運営に資するフィードバックの提供を要件化する。 

 

⑦ 審査結果発表・継続展開（3 月以降） 

 以上の内容を基に、審査結果の発表、表彰を行う。5.2.6 節の内容に基づいた、受賞者へ

の継続支援も視野に入れる。 
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出典）三菱総合研究所作成 

図 5.10 今回事業におけるコンテストスケジュール案 

 

5.2.3 今回事業におけるデータの整備・提供方法案 

(1) データの提供元・提供内容 

 ユースケースの課題を解決するデータ提供元として、以下の提供元が想定される。 

 

① 交通 

 交通に関する情報は静的データ（列車・バスの時刻表、駅構内図・位置情報等）、動的デ

ータ（列車・バスの位置情報等）に大別される。鉄道・バス事業者等に提供を依頼する。 

 

② 物流 

 物流に関する情報（荷物の位置情報、配達履歴、利用者の個人情報等）、システムに関す

る情報（荷物受付の稼働状況、倉庫の稼働率等）。物流事業者等に提供を依頼する。 

 

③ 施設 

 施設に関する情報（施設の分布、利用料、稼働率等）、施設の利用者に関する情報（日時・

時間帯ごとの利用者数、満足度等）。京都市で多くの施設を保有する京都市や、施設管理者

等に提供を依頼する。 

 アプリユーザーの位置情報等は個人情報のため、端末側での処理に留め、交通環境情報基

盤への情報蓄積は行わない。本事例では、決済システム・チケット等の提供は実施しない。 

 

(2) データの整備・提供 
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 「交通」「物流」「施設」のいずれも、統一された情報取得 API で取得可能な状態でコンテ

スト参加者に提供する。 

 

(3) データの利用規約 

 プレデータベースの事前規約に同意した参加登録者に対し、交通事業者から許諾を得た

情報のみ「プレデータベース」として提供。さらに厳格な使用規約に同意し、審査に通過し

たコンテスト参加者のみに対して「本データベース」を提供する。 

 データ利用規約として、以下の内容が想定される。 

・ データの正確性等に関する免責事項 

・ コンテスト以外の目的での利用の禁止 

・ 営利目的利用等の禁止 

・ データの第三者への提供の禁止 

・ 規約違反時の損害賠償請求の可能性 

・ 応募作品に係る知的財産権の参加者への留保（条件付き） 等 

 特に、データの取得自体を目的とする IT 事業者に対しては、使用規約に基づいて事務局

預りによる判断等を実施する。 

 

(4) 費用負担・課金 

 主催者は事業者に対し原則無償でデータ提供するよう協力を依頼する（必要に応じ有償

で対応する）。主催者からコンテスト参加者へは、原則無料で情報提供を行う。 

出典）三菱総合研究所作成 

図 5.11 コンテスト参加者に対する利用規約による拘束 
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5.2.4 今回事業における参加者へのインセンティブ案 

(1) 賞または賞金 

 賞を５～10 程度設定する。協賛企業からの支援が得られる場合には、副賞として賞金の

贈与もあれば応募者の参加インセンティブの面からは望ましい。 

 

(2) 事前イベント 

 アプリコンテスト本体への参加者確保のため、コンテスト開催前に実証実験用システム

に搭載するデータの一部（プレデータベース）を提供し、規約同意者が参加できるイベント

を実施する。事前イベントとして、以下の内容が想定される。 

・ ハッカソン：１日～２日でのアプリ開発イベントを実施し、完成作品はコンテ

ストにも応募可能とする。 

・ アイデアソン：アプリ実装してほしい機能を事前に議論する場を設け、コンテ

ストではそのアイデアの使用も可能とする。 

 

(3) 技術支援・メンタリング 

 必要性があれば、協賛・協力企業を介して、コンテスト参加者に技術支援・メンタリング

機会の提供を行う。コンテスト参加者を対象に、後援・協力企業による技術・ツールの提供、

専門技術・プレゼンテーション等のメンタリングが想定される。 

 

 

 

出典）三菱総合研究所作成 

図 5.12 コンテスト参加者に対する技術支援・メンタリング（検討例） 
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5.2.5 今回事業における審査・表彰案 

(1) 書類審査 

 アプリコンテストへの応募時には、以下の内容を要件化する。 

・ アプリ（Google Play、App Store 等で審査済） 

・ アプリの利用マニュアル・説明動画 

・ ドキュメント（アプリの解説、ユーザー等への期待される効果等を記載） 

・ データ提供元へのフィードバック（実証実験によるデータの分析結果） 

 

(2) 実証試行・最終審査 

 前述のとおり、審査の一環として、地域住民、旅行者、行政・交通事業者を対象として、

応募作品の利便性・有用性を評価してもらう実証実験を実施する。 

 コンテスト参加者に対して、京都市・内閣府が実証試行の場を提供。ユーザーの利用を内

閣府がよびかけ、実証試行でユーザーの反応収集・投票等を実施することで、ユーザーへの

アプリの使いやすさを吟味する。コンテスト参加者に対し、実証試行を通して得られたイン

サイトをデータ収集協力企業へ提供すること、ファイナリストに対するプレゼンテーショ

ン・面接を実施する場を設けることも選択肢として検討する。 

 

 

(3) 審査員 

 審査員（産学官、主催団体の内外から）による評価を行う。実証実験で WEB アンケート

等を通じてユーザーの反応収集・投票等を実施し、その結果も反映する。 

出典）三菱総合研究所作成 

図 5.13 実証試行の検討例 
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5.2.6 今回事業におけるコンテスト後の展開案 

 本アプリコンテストでの受賞者に対して、以下のとおりコンテスト後の継続支援を検討

する。 

① 応募者自主展開促進 

 5.1.5 節での「応募者自主展開促進型」の継続展開を参考にした展開案である。 

 コンテスト時に技術協力・メンタリング等を実施し、その後の自主展開を促す。したがっ

て、実証試行後の受賞者のアプリ継続展開に関しては、主催者は承認するものの、具体的な

支援等は実施しない。 

 

② ソリューション継続研究・アプリ開発実装 

 5.1.5 節での「継続支援型」の類型①（応募者と協賛団体との共同研究・提携の斡旋）を参

考にした展開案である。 

 民間事業者のシステム・アプリへの機能組込を想定して、協力企業と継続的に研究開発を

実施する。この展開案では、コンテンツ・プロバイダや交通事業者等の民間事業者を本アプ

リコンテストの協力事業者とする。その上で、アプリコンテストで優秀であった受賞者に対

し、協力事業者との研究開発権を授与し、開発したアプリの更なる展開を促す。開発された

アプリやアイデアを協力事業者が購入できるようにすることも検討する。 

 

③ 助成事業化 

 5.1.5 節での「継続支援型」の類型②（② 主催者のWG等への応募者の参画機会の提供）

を参考にした展開案である。 

 受賞者が内閣府等の関連ワーキンググループ（WG）に参画し、技術開発・政策に貢献で

きる機会を提供する。コンテストの受賞者は、主催者である内閣府等の WG への参画権を

得る。受賞者は WG で、関連データベースの作成、人工知能技術の開発、関連社会実装への

提言等の機会を与えられる。WG には法令面・資金面等での支援も期待される。 

86



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）三菱総合研究所作成 

図 5.14 コンテスト後の継続支援の検討例 
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